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賎幽

(1)確かな学力の育成

o現状と邑組

0 これから子どもたちが活躍する未来は、グローバル化やAIに代表される技術の急速な進

展などにより、予測困難な社会の到来が予想されています。学校教育においては、次代を生

き抜く子どもたちが、社会の変化に主体的に関わり、感性を豊力ヽ こ働かせながら、未来を切

り拓いていくために必要な資質・能力を身に付けさせることが重要です。

0 また、これからの社会の変化に対応するための学習指導要領の改訂や大学入試改革が進

められており、「知識・技能」、「思考力 a判断力・表現力等」、「学びに向かう人間性等」

の資質・能力を育成するためにも、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善

を通して、子どもたちに、これからの時代に求められる資質 9能力を身に付けさせる必要が

あります。

0 長崎県学力調査及び全国学力 a学習状況調査の結果分析からは、本県児童生徒の学力は改

善傾向にありますが、依然として「活用に関する問題」に課題があります。また、ガヽ学校に

おいては、基礎的な知識・技能の定着についても課題となっています。

0 小 。中学校では、平成25年度から長崎県学力調査を実施し、全国学力・学習状況調査の

結果とあわせて、子どもたちの学力の実態把握と指導の改善に取り組んでいま或

県では、「長崎県『新 学力向上のための二つの提案』」、学力UP通信「明日のため

に」等を通して、授業改善の方途を示すとともに、学習習慣の確立を目指して、学校と家

庭とが一体となって取り組む活動を推進していま丸

0 今後、小学校におけるプログラミング教育の必修化を受け、子どもたちに自分が求めるこ

とを実現するために、必要な動作などの組み合わせを考え、どのように改善すれば意図した

ものに近づくのかを論理的に考える力である「プログラミング的思考」を育成することが求
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められています。

0 国際調査 (PISA調匈 の結果から、読解力に関して改善すべき課題があることが指摘

されています。確かな学力を育むうえで、読解力は不可欠な要素であり、全ての教科・科目

における学力の基盤となるものであるため、その向上を図る必要があります。併せて主体性

の基となる自己発信力を身に付けさせるために、読解力に加えて、論拠に基づいて自分の考

えを表現する力も育成する必要があります。

0 大学入試センター試験に代わつて実施される「大学入学共通テスト」では、国語と数学

に記述式問題が導入され、今後、他教科でも導入が検討されているほか、英語においては「読

む 9書く・聞く・話す」という4つの技能を測る、民間の資格・検定試験が活用されること

になうており、これまで以上に英語教育の充実が期待されています。

また個別大学入試においても、記述式問題の充実や「学力の3要素」を「多面的・総合的

評価」するものへと改善する方向で動き始めています。

0 高等学校では、教員の教刈指導力の向上を図るための取組や、平成29年度からは国の

高大接続改革や学習指導要領の改訂等に的確に対応するために、「次代を担う高校生の資

質・能力を育成する指導改善プロジェクト」事業を実施し、各学校で次代を担う高校生に身

に付けさせたい資質・学ヒカを育むための授業の改善や実践研究に取り組んでいます。

0 高等学校におけるこれまでの成果を活かしながら、多様化する進路希望に応えられるよ

う、高校生段階で身に付けるべき基礎的な学力の確実な定着を図るため、教科指導を充実さ

せ、生徒の授業理解度を向上させていく必要があります。

@主な取組

① 少人数学級編制や少人数指導など、きめ細かな指導の充実

B少人数学級の実施や少人数指導など、個に応じた指導を通して、教育指導上、特に支援を

要する児童生徒の支援の充実に努めます。
a児童生徒の理解の状況や習熟の程度にあわせてティーム・ティーチングや習熟度別学習等

を実施し、学力向上に努めま現

・児童生徒の抱える様々な問題に適切に裁応するための
― 配置を行いま丸

・きめ細かな指導を充実させるため、複式支援等非常勤講師の配置や免許外教科担任解消のた

めの非常勤講師の配置を行います。
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② 小。中学校における学力向上のための実践研究や啓発活動等の推進

・教育課程説明会の実施等により、学習指導要領の趣旨を周知します。

・喫緊の教育課題等を踏まえ、教員の指導力向上に係る「授業改善研修」の充実を図ります。

・本県の学力向上に係る成果等を踏まえ、学力向上のための指針「新 学力向上のための三

つの提案」を、全ての小・中学校に周知 `徹底します。

③ 小 。中学校における国・県の学力調査の結果を踏まえた検証改善の取組の推進

・本県独自の学力調査を実施し、県及び市町の教育施策の検証を行い、各学校における指導の

充実や改善に役立てます。

・早期に児童生徒の実態を把握し、各学校における検証 。改善サイクルの下、課題に対して速

や力ヽ こ取り組めるよう、学力調査の集計・分析システムの活用を推進します。

・授業改善に向けて、教育関係機関や大学等と連携して、学力調査の分析や学力向上に向けた

授業の在り方等の検討を行い、提案授業や通信等で発信します。

④ 論理的な思考力・判断力・表現力の育成

・全国的にデジタルコンテンツが広がりを見せる中、子どもたちの読書離れ・潜¬離れが進ん

でおり、本県でも同様の傾向が見られます。そこで、様々な書籍や新聞等を活用し、子ども

たちの読解力と多角的なものの見方や考え方を養うことで、課題や場面に応じた判断力や論

理的思考力・表現力を育成します。また、小学校では、算教科や理科、総合的な学習の時間

等において、プログラミングを体験しながら、論理的思考力を身に付けるための学習を各教

科等の特質に応じて計画的に実施します。

・電子黒板やタブレントPC等のICTを効果的に活用し、「主体的・対話的で深い学び」の

視点からの授業改善につなげます。

⑤ 教員の指導力等の充実

・各学校において児童生徒に身に付けさせたい資質 B能力について検討し、職員間での共有

を図る取組を促進するとともに、教育課程の見直しや各授業での「主体的 a対話的で深い

学び」の実現を図る授業改善を推進するための校内研修を充実していきます。

⑥ 新しい大学入試制度への対応

・新しい「大学入学共通テスト」に対応するため、教科指導力向上の研修を充実させるとと

ともに、研修を通じて円滑な指導ノウハウの継承を図つていきます。

・英語の民間資格 B検定試験の導入等に対応するため、生徒の英語力を正確に把握し、「読

む 。書く・聞く日話す」の4つの技能をバランスよく伸ばす本県独自の指導方法と学習方

法 (「長崎モデル」)の確立を目指します。

・「多面的・総合的評価」に対応するため、「総合的な学習 (探究)の時間」等における課
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題探究的な学びの場を充実させ、子どもたちが未来を生き抜くための資質・能力を身に付

けさせます。

o目指す鹿離無

35年度

目 標 値

全国平均

正答率

以上

全国平均

正答率

以上

94%以上

を鮮

60%

基 準 値

29

29

24～ 28

の勘

26～ 28

の平均

国A

国B

算

算

-2

-2

-1

-3

国A

国B

数A

数B

± 0

± 0

-1

± 0

93.8%

51.7%

指 標 の 内 容

全国学力 。学習状況調査の平均正答率

河■較 (国・算)

〃 中学校 (国 。翔

県内公立高校卒業生 (新卒lにおいて進学希望者

数に対する進学決定率

高校生の学習にかかる意識・実態調査において、

学校の授業が「よく分かる」「だいたい分かる」と

回答した生徒の割合

No.

1

2

3
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(2)校種間連携の促進

0財と龍

0 校種間の連携は、子どもたちの実態について情報共有をすることや、教育内容を一貫し

たものとして充実させる上で極めて有効であり、学習指導要領においても幼児教育から高等

学校教育までを見通した子どもたちの「学び」や「育ち」の連続性や系統性が重視されてい

ます。

0 幼稚園・保育所。認定こども園と小学校との連携については、幼保小連携推進事業の成果

の普及に取り組むとともに、市町における幼保小連携推進体制の整備に向けた取組に対して

支援を行つています。

0 小学校と中学校との連携については、全ての学校において同一中学校区で、児童生徒の様

子や教育活動等に関する情報交換、児童生徒の交流活動や授業参観などの取組が進められて

います。今後、学校段階間の円滑な接続が図られるような教育課程編成の二夫が求められま

現

0 中学校と高等学校の連携については、授業や学習指導の在り方等の研究を進め、教科指導

力の更なる向上を図ることを目的とした取組を行つています。

0 高等学校と大学の連携にういては、長崎大学、長崎県立大学をはじめ県内外の大学との

連携を図りながら、高等学校における質の高い教育活動に取り組んでいます。

0 継続的な指導・支援や見守りが必要な児童生徒については、小 。中・高等学校を通して切

れ日のない支援を行うことが大切です。そのため、進学 9転挙や造級の際に学校 B学年間で

の情報共有と連携を確実に行う取組を進めていま丸

@主な取組

① 幼稚園 a保育所 a認定こども園と小学校の連携の推進 【1(4)②掲載】

・幼稚園幼児指導要録、保育所児童保育要録、幼保連携型認定こども園園児指導要録に整合

性を持たせ、必要な情報が確実に小学校へ引き継がれるよう支援しま丸

・幼児教育から小学校教育への円滑な接続のため、幼保小連携についての研究成果の普及を

図るとともに、全市町における幼保小連携の推進体制の整備に向けて取り組みま丸
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② 小中学校連携に関する取組の推進

県内の小中一貫型小・中学校や義務教育学校における顕著な教育効果について積極的に発信

し、教員や地域の理解を深めるとともに、各地区における校種関連携の促進を図っていきま

坑

③ 中高連携に関する取組の推進

各地域や学校の実態を踏まえて、共通理解を図るための組織づくりや教科研修等を通して、

近隣の中学校との連携を推進します。また、中高の協働による教潟指導力の向上や6年間を

見通した生徒の学力向上を図ります。

④ 高大連携に関する取組の推進

生徒の「主体的・対話的で深い学び」の実現に向け、県内外の大学との連携を一層強化し、

大学が持つ専門性の高い講義や実験等を直接体験させるなど、高校生の学習意欲を高める

取組を充実させます。また、遠隔教育システムを用いた大学や専門機関との連携にも取り

組みます。

⑤ 小 B中 。高等学校連携に関する取組の推進

児童生徒の成長と発達を支援するという視点から、平成27年 7月 に作成した「児童生徒

の継続的な指導 B支援のための引継ぎガイドライン」を必要に応じて改定し、支援が必要

な児童生徒の進学 B転学や進級の際に、学校・学年間での情報の引継ぎが円滑 B適切に行

われるよう取り組みます。

⑧目指す成果指標

35年 度

目標 値

100%

80%

80%

基 率 値

28

28

28

62.3%

72%

64. 8%

指 標 の 内 容

小中連携による教育活動 (教甫課程)の実施率

中高連携を実施した県立高等学校 (全日制)の割

合 (54校中)

高大連携を実施した県立高等学校 (全日制)の割

合 (54校中)

No.

4

5

6
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(3)情報教育の推進

O財と誕

0 分かりやすく、深まりのある授業を実現し、子どもたちの確かな学力を育成するために、

ICTを効果的に活用した授業を展開することが重要となつています。

0 また、社会の情報化が急速に進展する中で、子どもたちが情報モラルを含む情報活用能力

を身に付け、情報社会に主体的に対応していく力を育むことが期待されています。

0 小。中学校においては、拠点校を核とする県全体のICTを活用した教育の質を高める取

組や、小規模化が進む地域では、遠隔地間の学校同士を結び、児童生徒が多様な意見に触れ、

互いに教え合い、学び合う主体的 D協働的な学びの実現に向けた研究に取り組んでいます。

● 県立学校においては、次世代の教育環境として必要な電子黒板を、県立高等学校等の全

普通教室に整備しています。また、県立特別支援学校に学習・生活における困難の改善・

克服に向けて、有効活用できるタプレントPCを整備しているところです。 ICTを利用

した授業が効果的なものとなるよう教員のICTの活用能力を高めながら授業改善をすす

め、よリー層児童生徒の学力向上に努める必要があります。

③主な取組

① 児童生徒の情報活用能力の育成

・学習指導要領を踏まえ、全ての教科等においてICTを活用した教育活動を各学校で展開

し、学習の基盤となる資質・能力としての情報活用能力 (情報モラルを含む)を育成します。

② 教員の ICTを活用して指導する能力の向上

「主体的・対話的で深い学び」・電子黒板やタプレットPC等のICTを効果的に活用し、

の視点からの授業改善につなげます。

・研究校の研究発表会、成果物等の活用や県教育センターの研修講座を充実させることで、

教員のICTを活用して指導する能力の向上に努めます。

③ ICTを活用した離島等の教育の充実

・遠隔協働学習の研究成果の普及と、遠隔授業システムを活用して、小規模校で不足しがち

な多様な考えに触れながら学び合う機金の確保に努めます。
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a遠隔授業システムにより大学の教員や民間の有識者等の専門性の高い教育力を活用したり、

教育センター等からの授業配信によつて、生徒の学力向上と進路意識の高揚に努めるなど、

離島教育の質の向上を図ります。

④ 特別支援学校におけるICTを活用した教育の推進 【1(5)④掲載】

障害の状態や特性に応じてタブレットPCや電子黒板等を活用することにより、児童生徒の

学習上又は生活上の困難を軽減し、学習効果やコミュニケ▼ション能力を高める指導方法等

について、実践的な研究に取り組みます。

o目指す成果絲

35年 度

目 標 値

90%

100%

80%以上

を紳

基 準 値

28

28

29

76。  3%

69. 5%

79. 0%

指 標 の 内 容

授業中に ICTを活用して指導できる教員の割合

(小・中・高)

ICTを活用して学習に取り組むことのできる子

どもの割合 (小 。中)

電子黒板を活用した授業において生徒が理解でき

たと答える割合 (高)

No.

7

8

9
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(4)幼児教育の推進

0財と龍

● 幼児期における修得語彙数や多様な運動経験のほか、忍耐力や自己制御、自尊いといつた

社会情動的スキル、いわゆる非認知的桜ヒカといつたものを幼児期に身に付けること、特に、

質の高い幼児教育を受けることにより、その後の学力や運動機能の向上、将来の所得向上、

生活保護受給率の低下等につながるなど、大人になってからの生活に大きな差を生じさせる

という諸外国の研究成果から、世界的に幼児教育の重要性への認識が高まっています。

● 幼児教育は生涯にわたる人格形成の基礎を築くことを促す重要なものであることから、

国においては、全ての子どもに質の高い幼児教育を保障することを目指し、幼児教育の段

階的無償化が進められています。

0 平成29年 3月 に改訂された幼稚園教育要領、保育所保育指針、及び幼保連携型認定こ

ども園教育・保育要領において、豊かな体験を通じて、感じたり、気付いたり、分かつた

り、できるようになったりする「知識及び技能の基礎」、気付いたことやできるようにな

ったことなどを使い、考えたり、試したり、工夫したり、表現したりする「思考力、判断

力、表現力等の基礎」、心情、意欲、態度が育つ中で、よりよい生活を営もうとする「学

びに向かう力、人間性等」を育むことが求められています。

0 幼保小連携については、新幼稚園教育要領等に「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」

が示され、幼稚園等と小学校の教員がイメージする5歳児修了時の姿が共有されることに

より、幼児教育と小学校教育との接続の一層の強化が図られることが期待されています。

県内各市町では、独自に幼保小連携に取り組むところもありますが、連携のための時間

確保や、市町の幼稚園・保育所 。認定こども園担当課 B教育委員会の支援等、市町における

連携・協力体制の整備が課題となっています。

0 県では、幼稚園 a保育園から、就学前の子どもを保護者の就労の有無に関わらず受け入

れて、教育及び保育を一体的に行う機能と、子育て相談や親子の集いの場の提供等地域に

おける子育て支援の機能を併せ持つ認定こども園への移行を進めています。

認可 a認定に際しては、η蝦 体制や施設設備基準を幼稚園と保育所の厳しい基準の方に

合わせるとともに、改めて教育・保育の見直しを行い、より質の高い教育・保育の計画を

立てることで、幼児教育の質の向上を図つています。                (
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0 今後、幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育 B保育要領に基

づいた教育・保育が行われるよう、自己評価の実施、職員の資質向上のための研修の実施、

認定こども園設置の支援などを継続して行つていく必要があります。

Θ主な取組

① 幼児教育の質の向上

・幼児教育について、幼稚園、保育所、認定こども園の職員の資質向上を図るため、これま

での研修を見直し、キャリアアップのための研修体系を構築します。

・幼稚園、保育所、認定こども園の関係者合同の研修を実施し、意見交換や相互交流を進め、

相互理解を促進します。

・幼稚園、保育所、認定こども園における教育・保育活動の成果の検証とその客観性・透明

性の確保を通じて、運営の改善と発展を目指すとともに、保護者 。地域住民等との連携協力

の促進を図るため、自己評価の実施とその結果の公表の取組を推進します。

・幼児教育に対する多様なニーズに応えるため、地域の実情に応じて、認定こども園への移

行を促進し、就学前の子どもの教育と保育の充実を図ります。、   十

② 幼稚園 0保育所 B認定こども園と河ヽ学校の連携の推進 【1(2)①掲載】

B幼稚園幼児指導要録、保育所児童保育要録、幼保連携型認定こども園園児指導要録に整合

性を持たせ、必要な情報が確実に小学校へ引き継がれるよう支援しま坑

・幼児教育から小学校教育への円滑な接続のため、幼保小連携の研究成果の普及に努めると

ともに、市町における幼保小連携の推進体制の整備に向けて取り組みます。
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(5)特別支援教育の推進

③現状と課題

0 平成26年 1月 に我が国が「障害者の権利に関する条約」に批准し、平成28年 4月 に「障

害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行され、障害のある子どもの学ヒカを最

大限に伸ばし、積極的に社会参加できるよう、障害のある子どももない子どもも共に学ぶ仕

組みである「インクルーシブ教育システム」の構築が求められています。

0 本県においては、「長崎県特別支援教育推進基本計画」に基づき、障害のある子どもたち

がその能力や特性に応じた指導。支援を受けられるように、「多様な学びの場」の整備に向

け各種施策に取り組んでいます。

0 特別支援学級に在籍する児童生徒の増加に伴い、中学校卒業後に特別支援学校高等都ヘ

進学する生徒が年々増加しており、そのための教育環境の整備が課題となっています。

また、近隣に特別支援学校がない地域においては、遠距離通学や寄宿舎へ入舎せざるを

得ない状況もあり、分教室等の設置について保護者の要望があります。

一方、特別支援学校の中には、幼児児童生徒数が減少している学校もあることから、統廃

合や総合化も視野に入れた特別支援学校の適正配置を計画的に推進していく必要がありま

坑

【県立特別支援学校の設置状況(平成30年度)】

↓
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0 平成27年に県が実施した実態調査において、小・中。高等学校の通常の学級に在籍する

発達障害等があると思われる児童生徒が、小・中学校で7.6%、 高等学校で2.3%と 、

平成21～ 22年に実施した同様の調査よりも増加していたため、発達障害等を含む特別な

配慮が必要な児童生徒に対する早期からの一貫した支援体制の構築を進めています。

● 幼稚園等においては、適切な指導・支援や就学先への確実な情報の引継ぎのために、個

別の教育支援計画等の作成・活用による相談 0支援体制の更なる充実が必要です。

0 小 。中学校においては、特別支援学級や通級指導教室数の増加に伴い、担当する教員の

専門性の向上や、指導 。支援の継続性が求められていま丸

高等学校においては、平成30年度から「通級による指導」が制度化されたこともあり、

特別支援教育に対する教職員の意識の向上や、指導改善に取り組む必要があります。

0 特別支援学校においては、幼児児童生徒の自立や社会参加を目指し、一人一人の障害の状

態や教育的ニーズに応じた質の高い教育が実施できるよう、ICT等を活用した指導内容・

方法の改善、キャリア教育の充実、教職員の専門性の向上に努める必要があります。

また、インクルーシブ教育システムの構築に向けて、交流及び共同学習の推進や特別支

援学校のセンター的機能の充実が求められていま現

o主な取組

① 特別支援学校の適正配置

長崎県特別支援教育推進基本計画に基づき、全県的な視点に立って、障害種別、幼児児童

生徒や保護者のニーズ、地域の特性、今後の幼児児童生徒数の見込みなどを考慮し、統廃

合や総合化も視野に入れた特別支援学校の適正配置を推進しま丸

② 特別支援学校教員の専門性の向上

幼児児童生徒一人一人の教育的ユーズに応じた指導や適切な支援を行うため、当該障害種

の免許状未保有者に対して、免許取得を積極的に働きかけますもまた、外部専門家を活用

した研修等を計画的に実施し、特別支援学校教員の更なる専門性の向上を図ります。

③ 特別支援学校におけるキャリア教育の充実 【2(2)⑤掲載】

児童生徒一人一人の多様な進路ニーズに対応するため、早期からの一貫したキャリア教育や、

高等部における企業等と連携した職業教育の充実を図ります。
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④ 特別支援学校におけるICTを活用した教育の推進 【1(3)④掲載】

障害の状態や特性に応じてタプレットPCや電子黒板等を活用することにより、児童生徒の

学習上又は生活上の困難を軽減し、学習効果やコミュニケーション能力を高める指導方法等

について、実践的な研究に取り組みます。

⑤ 特別支援学校のセンター的機能の充実

特別支援教育コーディネーターの専門性向上を図るとともに、特別支援学校を核とした地

域におけるネットワークを整備し、各地域における支援 B連携体制の充実を図ります。

⑥ 交流及び共同学習の推進

特別支援学校の児童生徒に対して「支援籍ガイドブック」を活用した交流及び共同学習を

推進し、障害のある子どもに対する地域の理解や啓発を図ります。

⑦ 早期からの継続的な教清相談・支援体制の整備

幼稚園等から一貫した教育的支援の充実を図るため、就学移行期における相談支援体制を

整備し、保護者等へ早期からの相談や情報提供の充実に努めます。また、幼児児童生徒の

個別の教育支援計画の作成 。活用等による関係機関との連携や確実な情報の引継ぎ、幼稚

園等、小 。中日高等学校における継続した支援の充実に努めます。

③ 幼稚園等における特別支援教育の充実

乳幼児期における適切な指導 0支援の充実を図るために継続的な研修を実施します。

③ 小 。中学校における特別支援教育の充実

特別支援教育コーディネーターや指導教諭、特別支援学級担任、通級指導教室担当教員の

専門性の向上を図るために、体系的・継続的な研修を実施します。

⑩ 高等学校における特別支援教育の充実

「通級による指導」や教職員の専門性向上のための研修を実施し、全ての高等学校における

特別支援教育の充実に努めま坑
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o目指す鹿離無

35年 度

目 標 値

95%

95%以上

を紳

100%

基 準 値

28

28

28

83.0%

96. 7%

79. 8%

指 標 の 内 容

公立の幼・小 :中 。高等学校における個別の教育

支援計画の作成率

特別支援学校高等部及び専攻科卒業者の進路希望

に添つた進路実現率

公立の小 。中 。高等学校における特別支援教育を

理解している教員の割合

No.

10

11

12
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(6)修学支援の推進

③現状都龍

0 国においては、これまでの国庫補助事業に加え、全ての意思ある高校生が安心して勉学

に打ち込める社会をつくるため、平成26年度から高等学校等就学支援金や高校生等奨学

給付金を創設し、高等学校等における授業料や授業料以外の教育に係る経済的負担の軽減を

図つています。

0 本県においても、通学にかかる経費の補助や定時制 。通信制課程における修学奨励事業

を行うなど、修学支援の充実に努めています。

● 教育費にかかる経済的負担は大きく、家庭の経済的事情による教育格差の解消の必要性が

指摘されており、授業料などの教育にかかる経費負担を軽減し、経済的理由により修学の機

会が失われないよう、子どもたちが安心して学べる取組が求められています。

簸 主な取組

① 公立高等学校等就学支援費補助事業

公立高等学校に通学する生徒の保護者等の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合

算額が、政令で規定された額未満の高校生に対し、授業料相当額を補助しま現

② 公立高等学校等奨学給付金事業

県内に住所を有する保護者等の所得状況が、生活保護受給世帯や住民税所得割額が非課税

である世帯の高校生等に対して、十授業料以外の教育費負担を軽減するための支援を行いま

丸

③ 公立高等学校生徒遠距離通学費補助事業

離島以外12‰(離島8h以上の通学生を対象とし、通学費から基本控除額を差し引いた

額の1/3(住民税所得割額非課税世帯)及び1/4(高額定期券負担者)を補助しま丸

④ 高等学校定時制課程及び通信制
。修学奨励資金貸与事業

高等学校定時制課程及び通信制課程の在学生徒で、継続して収入を得ることができる職

42



業に就いている者に対し修学奨励資金を貸与しますも (月 額14,000円 、卒業した場

合は返還免向

a教科書・学習書の無償給与事業

高等学校定時制課程及び通信制課程に在学する有職生徒で、当該年度において履修するた

めの教科書及び学習書を購入する者に封し必要な経費を補助します。

⑤ 特別支援教育就学奨励事業

就学に必要な経費について、保護者の経済的負担能力に応じて、その全部又は一部を支給

します。 (教科用図書購入費、学校給食費、通学費、修学旅行費、学用品購入費等)

⑥ へき地児童生徒援助事業 (離島高校生修学支援費補助)

高等学校等が設置されていない離島から、本土又は他の離島の公立高等学校等へ進学する

生徒の保護者に対し、通学費又は帰省費・居住費に要する経費を補助します。

⑤目指す成果指標

35年 度

目 標 値

1.0%

以下

基 準 値

26～ 28

の平均

113%

指 標 の 内 容

「経済的理由」による中途退学者の割合

No.

13
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基本的方向性ク  ふ楚舞社近嚢摩 ＼ふ&愛騰色国際社会の発
展に動献賜よう色す

(1)ふるさと教育の推進

③現状と課題

● 我が国と郷土に誇りを持ち、明るく活力ある地域社会の実現に向け、国際的視野を持ち、

我が国と郷上の歴史や伝統文化に対する理解を深め、未来今継承しようとする態度を育むこ

とが重要です。

0 少子高齢化や人口減少の加速化など、地域社会の環境が大きく変わる中、ふるさと教育の

取組を一層強化し、児童生徒のふるさとへの愛着や誇りを育むとともに、ふるさとを担おう

とする姿勢を育む必要がありま丸

0 各学校においては、関係機関の協力を得て、ふるさとの歴史や自然を学ぶための実地研修

や、環境や福祉などに関して地域の実態に目を向けた学習活動を通して、地域を活性化させ、

持続可能な社会に参画する力や、地域の課題解決に向けて主体的に関わることのできる資

質・能力を育んでいます。

0 中学校では、県内の特色ある自然や産業の様子等を掲載した本県独自の郷土学習教材「ふ

るさと長崎県」を作成し、社会科の授業をはじめとして様々な場面で効果的に活用するなど、

ふるさと教育の充実を図つています。

0 人口減少の克服と地域の活性化を実現するためには、ふるさとに愛着と誇りとを持ち、そ

の発展に貢献しようとする意識を醸成することが必要であることから、高等学校においては、

学校と地域との連携により、地域課題を探究する学習や、地元企業との商品開発、主権者教

育の円滑な実施などに取り組んでいます。

0 将来の長崎県を支える人材の育成のためには、新しい価値の創出に挑む意欲を喚起し、多

様な挑戦が連鎖的に起こるような教育活動を促進していくことが重要です。そのために、地

域の課題解決に積極的に取り組んだり、生徒自らが企画や運営を行つたりするなど、生徒の

資質能力を向上させる機会を積極的に提供することが求められます。

また、こうした経験の中で自ら培つた創造性や行動力、そしてチャレンジ精神等を実社会

の中でも活かしていこうとする意欲や態度を高めていくことも併せて求められます。
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o主な取組

① 我が国の伝統や文化に関する学習の充実

・各教科や総合的な学習の時間等において、我が国の伝統文化に触れる学習を充実します。

・我が国の地理や歴史、今日の平和と繁栄を築いた先人の業績や生き方について理解を深め、

愛情を育むことができるよう指導します。

② 郷土に関する学習の充実
。本県独自の郷土学習資料「ふるさと長崎県」を県内全ての中学校第1学年生徒全員に配布

し、学校教育の様々な場面で活用することにより、郷土についての教育の充実を図り、長崎

や身近な地域に対する理解を深め、豊かな郷土愛、本県を担つていこうとする心情を育成し

ます。

・人口減少や少子高齢化の進行など地域が抱える課題を発見し、これらの課題にどう立ち向か

えばよいか、考え行動する学習を行うことにより、地域に主体的に貢献しようとするなどの

社会参画に必要な資質・能力を実践的に育むことを通して、主権者としての素地を育てます。

③ 地域ぐるみで展開するふるさと教育

・ふるさとに誇りを持ち、ふるさとを担つていこうとする子どもを育むために、地域総ぐる

みで教育活動を展開するコミュニティ・スクールをモデル校に指定し、ふるさとの資源を

活用し、ふるさとのためにできることを子どもとともに考える教育活動の実現を目指しま

丸

・産 a学・官の連携強化により、長崎で輝く人や企業を子どもたちに紹介し、それぞれの志

や努力に触れさせることにより、ふるさとに対する愛着や誇りを育みます。

。「しま」ならではの「ひと。もの。こと」に深く関わることを通して、国境離島の重要性を

理解し、「しま」の将来に想いを寄せながら、本県の発展に貢献する若者を育てます。

・保護者に対して、PTA研修会や地域行事への参力口を通じて、「ふるさとを愛し、ふるさ

とに貢献していく」子どもたちを育てていく意義や重要性を啓発しま丸

④ ふるさと長崎を活性化する人材の育成

。人口減少等によつて顕在化している課題に対応しながら、地域に大きな活力を与えること

のできる人材を育成するために、学校教育においては、自己肯定感を高め、新しいことや困

難なことに積極的にチャレンジしようとする意欲や態度を育成します。

・市町と連携した地方創生型探究学習や、地元企業等との協働・連携によるイベントの企画運

営などを通じて、自主性や主体性をはじめ、コミュニケーション能力、行動力等を養うとと

もに、母校愛・郷土愛を育み、本県の活性化に資する人材の育成を行います。

・このような活動を通して、組織や地域の活性化に貢献しようとする意欲や態度の育成という
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視点を含めた企業家精神 (アントレプレナーシップ)を育み、地方創生に資する本県ならで

はの主権者教育に取り組むことで、将来の長崎県を牽引するリーダーを育成します。

o目指す鹿離報

35年 度

目 標 値

100%

100%

60%以上

を維持

基 準 値

28

28

28

76. 2%

81.8%

51.3%

指 標 の 内 容

我が国の伝統や文化について理解と愛情のある児

童生徒の割合

郷土長崎への理解と愛情のある児童生徒の割合

政治や選挙に関心があり、主体的に社会参画を目

指す生徒の割合

No.

14

15

16
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(2)キャリア教育・職業教育の推進

⑬財と離

0 子どもたちが将来直面する様々な課題に柔軟かつたくましく対応し、社会人 a職業人とし

て自立していくためには、学校から社会への接続を意識し、一人一人の社会的 B職業的自立

に向けて必要な基盤となる資質・能力を育む必要があります。

0 本県では、自らの将来に夢や憧れを抱き、学ぶ目的や喜びを自覚しながら志の実現に向

け、努力する態度や望ましい勤労観・職業観や、職業に関する知識・技能を身に付けさせ、

主体的に進路を選択する能力 a態度を育成するために、発達段階に応じたキャリア教育を

推進しています。

0 また、地域社会や産業界と連携した、より実践的な学習を通して、技術・技能を伝承し、

将来の郷土を担う人材を育成するとともに、地域産業の活性化につながる、地域の特色を

生かした産業教育の充実を図つています。

0 小 。中学校においては、子どもたちに望ましい職業観や勤労観を育成するため、キャリ

ア教育の一環として職揚見学や職場体験の充実を図つており、県内全ての中学校において

職湯体験を実施しています。

0 高等学校におけるキャリア教育は、教育活動全般を通じて実施されており、インターン

シップ活動等の体験的な学習活動を実施しています。

◇インターンシップ学校実施率は砧B科学省調』   【′ム`ウ令・d餡

0 本県では、人口減少や高齢化が全国に先んじて進行しており、県外に進学・就職する高

校生が多く、生産年齢人口が減少し、地域の活力が低下するなどの課題があります。

これに対して、県と関係機関が連携して県内就職支援を推進しています。

H28

83.7

87.7

H27

79.0

81.5

H26

79.3

84.6

H25

80.8

81.5

H24

79.8

73.8

H23

77.2

68.2

H22

74.5

71.0

H21

71.1

71.0

H20

69。 1

76.8

H19

64.6

74.6

全 国

長崎県
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③主な取組

①  「夢・憧れ 。志」を育む教育の推進

・児童生徒の発達段階に応じて「夢 D憧れ・志」を育む教育を推進します。

・「夢・憧れ・志」を育む観点から職場見学や職場体験の内容の充実を図りま坑

・児童生徒一人一人のキャリア形成と自己実現に向けた教材等の作成、活用を推進します。

② キャリア教育の充実

。AIやIoT等の出現をはじめとする社会の激しい変化に対応できる資質や能力を育成す

るとともに、主体的に自らの人生を切り開くためのキャリア教育を一層充実させます。

・就職に関して専門的な知識を有するスタンフを学校に配置することで、高等学校 3年間を

見通したキャリア教育を推進します。

③ 高校生の県内定着に向けた支援
0生徒 D保護者向けの企業説明会や企業見学会を実施し、県内企業に対する理解を図るととも

に、就職時のミスマッチや離職防止に向けた取組を通して県内定着を支援します。
。また、関係機関と連携して、インターンシップ受入企業を拡充し、全日制課程の高等学校に

対しインターンシップの一層の導入を推進し、自己の将来像を明確にさせ、進路選択にあた

つての職詳観や日常の学習に対する興味 。関心を喚起します。

④ 産業を支える人材の育成
B産業経済の著しい変化に即応するため、関係部局や専門学校等との連携や企業・研究機関

等からの講師招へいにより、予測困難な社会の変化に対応できる人材の育成と教η暁員の指

導力向上を図りま丸

・生徒が目的意識を持つて意欲的に学習に取り組むよう、資格や技能検定等の取得や地域との

連携を更に深め、地域産業の活性化につながる地域の特性を生かした産業教育の充実を図る

とともに、各種コンテスト等において全国レベルの高い成果を目指します。

⑤ 特別支援学校におけるキャリア教育の充実 【1(5)③掲載】

児童生徒一人一人の多様な進路ニーズに姑応するため、早期からの一貫したキャリア教育や、

高等部における企業等と連携した職葉教育の充実を図ります。
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o目指す成果絲

35年 度

目 標 値

100%

65%以上

を鮮

基 準 値

28

26

79. 5%

57..7%

指 標 の 内 容

夢や憧れがある児童 (小学校)及び夢の実現に向

けて行動している生徒 (中学校)の割合

県内高校生の県内就職率 (新規学卒者の全就職者

に対する県内就職者の割合)

No.

17

18
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(3)グロー′Wレイヒに対応した教育の推進

嬢 現状と課題

0 社会や経済のグローバル化が急速に進展する中、次代をたくましく生き抜く子どもには、

国際社会の一員として国際関係や異文化を理解するだけでなく、自分の考えや意見を自ら発

信し、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度や能力を身に付けることが求められ

ます。

0 小・中学校における外国語教育においては、英語力の向上や授業改善を図るとともに、

高校においては、生徒が自分の考えや意見を自ら発信し、行動する態度や能力を身に付け

せるため、英語 。中国語・韓国語の集中研修の実施や外国語指導助手の配置などにより、

外国語によるコミュニケーション能力の育成を図つています。

0 外国語教育の早期化、教科化、高度化への対応や、英語の「読む・書く・聞く。話す」の

4つの技能をバランスよく育成するためには、小・中学校及び高等学校が連携し、発達段階

に応じた発信力を高める活動を充実させるなど、コミュニケーションを図る資質・能力を育

成する必要があります。

0 大学入試改革においては、英語の4つの技能を適切に評価するため、民間事業者等が実施

する資格・検定試験の活用が決定しており、そのことにしつかりと対応するための取組が必

要です。

【中学も期

H28

29.3,`

66.0%

H27

25.9%

62.5%

内  容

英検準 1級以上を取得した英語教員の割合

授業において、発話の半分以上を英語で行う教員の割合

【離 】

H28

66.3,`

59.8%

H27

61.1%

47.2%

内  容

英検準 1級以上を取得した英語教員の割合

授業において、発話の半分以上を英語で行う教員の割合
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0 世界にある環境や貧困、人権、平和、開発といつた現代社会の課題を自らの問題として捉

え、身近なところから取り組むことで、これらの課題の解決につながる新たな価値や自ら行

動すること、そしてそれによつて持続可能な社会を創造していくことが求められています。

0 教育活動を通して、児童生徒に持続可能な社会の担い手として必要な、知識・伴ヒカ・態度・

価値観等を身に付けさせる必要がありま坑

o主な取組

① 我が国の言語や伝統・文化への理解促進

国際理解を深めるためには、他国についての理解を深めるだけでなく、自国の言語や文化

などを正しく理解し、大切にする心を養うとともに、相互理解や国際交流を図るための発

信力を育むことが大切であることから、各努 斗や外国語活動、総合的な学習 (探究)の時

間における学習内容や体験活動等の充実に努めます。

② 小。中・高等学校を通した外国語教育の充実

B長崎県学力調査 (中学校英語)を通して、生徒の英語力を把握・分析し、県としての重点課

題を設定した上で授業改善を図ります。

。「長崎県英語教育推進協議会」を活用し、市町教育委員会及び国立大学附属学校、県内の

複数の大学等と連携し、県全体で英語教育の充実を図ります。

・外国語教育の変革に対応し、充実した教育環境を整えるため、外国語担当教員の指導力の向

上を図るとともに、外国語指導助手の効果的な活用を進め、児童生徒の英語によるコミュニ

ケーションを図る資質 B能力の向上に努めます。

・義務教育修了時及び高校卒業時の到達目標を明確にし、小 B中・高等学校が連携して目標達

成に向けて取り組みま或

③ 高等学校における特色ある国際理解・外国語教育の推進

・外国語によるコミュニケーション能力の向上を図るため、中国、韓国、シンガポールにお

ける短期集中研修など、コミュニケーションを図る機言△を提供する取組を推進します。

・修学旅行や海外研修、海外からの留学生等との交流などにより、国際理解教育を推進しま

或

・本県独自の「英会話カテスト」により、生徒のコミュニケーション能力の向上を図ります。

・様々な教科学習において、我が国と郷土の伝統文化に触れる学習を充実します。

a我が国や郷上の地理や歴史、今日の平和と反映を築いた先人の業績や生き方について理解を

深め、愛情を育むことができるよう指導します。

・特色ある外国語教育や国際理解教育を進める学科やコエスを設置し、語学力や国際的な視野
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を備えた人材を育成します。

④ ESD(Education for Sustainable Development)の 推進

環境、貧困、人権、平和、開発といつた様々な現代社会の問題の解決を自らの課題として

捉え、国際社会の一員として解決に向けて身近なところから取り組むことにより、持続可

能な社会を創造していくことを目指す教育 (ESD)を推進するとともに、ESDに積極

的に取り組むユネスコスクールの活動を支援します。

o目 指す成果指標

35年 度

目 標 値

60%

90%以上

を鱗

90%以上

を締

基 準 値

29

28

28

38. 8%

79。  1%

91.0%

指 標 の 内 容

中学校卒業時に英検 3級程度以上の英語力を持つ

生徒の割合

高校卒業時に英検準 2級程度以上の英会話力を持

つ生徒の割合

外国語指導助手が参加する授業により外国語学習

の意欲や外国への興味 。関心が高まった生徒の割

合   ´

No.

19

20

21
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(4)子どもたちの体験活動の推進

o現状と課琴

0 少子高齢化や過疎化、地域における人間関係の希薄化は、子どもたちの集団生活を通して

培われる協調性 B道徳性B規範意識の育成に大きな影響を与えています。自然などと直接触

れ合う体験や異年齢集団での活動、地域の多様な経験や技能を持つ大人との出会いなど学校

内外の体験活動を充実させることにより、子どもたちの豊かな人間性や社会性が育まれるこ

とが期待されています。

0 本県の「しま」の特性や人材を活かした事業の展開により、参力日者相互の交流や地元住民

との交流が図られ、子どもたちのふるさと長崎への理解が深まり、豊かな心と社会性の育成

につながつています。

◇「        Q瑯 ～%)」 と「       (H27～29)」 U塑劾購

合計

子ども :281名
親 子 : 60名
青 年 : 6名

子ども :169名
親 子 : 81名

子ども
親 子

164名
85名

子ども :209名

新 卜下島町

親子コース

60名

五島市

子どもコース

59名
青年コース

6名
子どもコース

60名
親子コース

51名
子どもコース

58名
親子コース

55名
子どもコース

58名

軸

子どもコース

180名

子どもコース

109名

子どもコース

106名

子どもコース

111名

対馬市

親子コース

30名

親子コース

30名

子どもコース

40名

平戸市

子どもコース

42名

年度

26年度

27年度

28年度

29年度

0 県立青少年教育施設では、学校や子ども会等が実施する体験学習や、各施設の特徴を活

かした魅力あるプログラムを提供し、子どもたちに充実した体験活動を提供しています。

今後、それぞれの施設の特徴を活かしながら、自然体験型活動I勤口え、子どもたちを取

り巻く環境の変化に対応した体験活動を提供していく必要があります。
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o主な取組

① 学校における体験活動の充実

小 。中学校では、ボランティア活動や自然体験活動、集団宿泊活動など、通常の学校生活

では得られない様々な体験によつて、子どもたちの見聞を広め、自然や文化に親しむこと

を通して、よりよい人間関係を形成する力や公共の精神の育成を目指します。

② ふるさと長崎を誇りに思う気持ちや豊かな心の育成

児童生徒を対象に、「しま」ならではの体験を通して、参加者相互の交流や地元の子ども

との交流を図り、ふるさとを愛する心やコミュニケーション能力を育てるとともに、国境離

島の現状や重要性についての理解を深めま坑

③ 県立青少年教育施設での体験活動の充実

豊かな自然の中で教育課程に対応した体験活動やいじめ防止、防災などの社会的課題に対

応した学習等の機蚕△を提供し、子どもたちの体験活動の中心的役割を担っていきます。

④ 放課後や土曜日等の子どもの居場所づくりの充実

「地域子ども教崖」を引き続き推進することで、放課後や土曜日等の安全 B安心な居場所づ

くりを進めるとともに、とスポーン、文化、学習といった子どもの体験活動や交流活動の内

容の充実を図ります。

⑤ 多様な経験や技能を持つ人材を活用した土曜日等の教育環境づくり

土曜日等の教育活動の充実のため、多様な経験や技能を持つ人材 B大学・企業・公民館等

の協力により結成した「ながさき土曜学習応援団」の登録団体数を増加し、活動プログラ

ムの拡充を図ります。

o目指す成果指標

35年 度

目 標 値

100%

基 準 値

2880. 6%

指 標 の 内 容

自然体験に取り組んでいる小 。中学校の割合

No.

22
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(5)平不□教育の推進

o現状と課題

0 被爆県としての本県における平和教育は、原爆や戦争の悲惨さと平和の尊さを十分に踏

まえたうえで、国際社会から戦争をなくし、恒久の平和を希求する態度を育む必要があり

ます。

0 また、戦争体験の風rヒや平和教育の形骸化が危惧されている中、戦争の悲惨さや平和の尊

さを児童生徒一人一人に理解させ、生命尊重の精神や平和を希求する心、実践的態度をしつ

かりと育むことが大切です。

● 全ての学校において、中核となつて平和教育を推進する担当者を配置し、各校が作成し

た全体計画に基づき、組織的・計画的に平和教育を推進しています。

また、8月 9日 の「県民祈りの日」を登校日とし、戦争や原爆の悲惨さ、生命の尊重に

ついて学ぶ取組を実施しています。

◇本県における平和教育の実施状況仰域 28年同

100%

97.0%

100%

小中学校における平和教育担当者の位置付け

平和教育に関する全体計画を作成している小 9中学校の割合

「県民祈りの日」(8月 9日 )に平和学習を実施した小 D中学校の割合

③主な呼組

① 平和で民主的な社会の形成者として必要な資質の育成

・児童生徒の発達段階や地域等の実態を捉え、人権教育や国際理解教育との関連を図るなど、

学校における全ての教育活動を通して、生命尊重の精神や思いやりの心、平和的で民主的

な社会の形成者として必要な資質と実践的態度を育成します。

E核兵器の非人道性や戦争の悲惨さ、平和の尊さを実感を持つてしつかりと理解させるよう、

8月 9日 の「県民祈りの日」の登校日設定等、被爆県としての平和教育の充実に努めます。

② 国際社会の平和と発展に貢献できる資質の育成

歴史的な背景の理解に加えて、今後、国際社会の平和と発展に寄与することの大切さについ

て考える平和教育の充実を図ります。
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o目指す鹿離報

35年 度

目 標 値

100%

100%

基 準 値

28

28

97.0%

99. 8%

指 標 の 内 容

戦争の悲惨さや平和の尊さについて理解を深めて

いる児童生徒の割合  ll′ Jヽ
。中》

〃 《高校 県立66校 (ど釣こi働》

No.

23
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基本的方向性J  参瑳量芝美魚のよく豊蒙曇て勤毯睡漂励塞諄》苑朝餘

(1)道徳教育の推進

⑬財と羅

0 子どもたちが自他のいのちを大切にする心、互いに尊重し合う心や、思いやりの心等を

育むために、発達段階に応じた心に響く道徳教育の充実が一層重要になっています。

0 本県では、『すべての教育活動を通じて道徳教育を推進し、いのちを輝かせて生きる子

どもを育てましょう。』『小中高の12年間を見通して、子どもの発達の段階に即した道

徳教育を推進させましょう。』という2つの指針を示すとともに、本県の道徳教育が目指す

べき方向性やその実践状況等を示したリーフレット「長崎県の道徳教育」を全教職員に配付

することで、道徳教育の充実を図つてきました。また、全ての小・中学校で行つている道徳

の授業公開は、全国に先駆けた取組です。

0 また、児童生徒にとつて魅力的な教材を提供するために、「長崎つ子に贈る50の話」

「,いのノート長崎県版」などを作成・配付し、その活用を推進してきました。

更には、「地域の子どもは地域で育てる」という気運を醸成するために、「長崎つ子

の心を見つめる教育週間」を実施し、道徳の授業をはじめ、 1週間の教育活動を家庭や地

域に公開するとともに、あいさつ、返事、マナーなどの充実を目指した、「長崎っ子さわ

やか運動」も展開しています。

0 いじめの問題への対応の充実や、発達の段階をよリー層踏まえた体系的な教育の推進、問

題解決的な学習を取り入れるなどの指導方法の工夫を求めて、平成27年 3月 に学校教育法

施行規則が改正され、道徳が教科化されました。

③主な取組

① 全ての生命を尊重する心の育成

教科書や生命尊重に関わる教材の活用、実践的 0体験的活動を通して、全ての生命あるも

のを尊重する心を育み、いのちを輝かせて生きる子どもを育成します。
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② 校内指導体制の充実

各学校の、道徳教育推進教師 (担当者)を申心として、道徳教育の全体計画や道徳科の年間

指導計画を整備するなどして、全―
が協力して取り組む校内指導体制の充実を図ります。

③ 道徳科の授業の充実

新たに作成された道徳の教科書を活用しながら、「考え、議論する道徳」への質的転換を

図るために、指導法や評価等の研修会を開催し、教員の指導力を向上させます。

④ 魏憩朝的職会との離

学校 B家庭。地域がよリー層連携して「長崎つ子の心を見つめる教育週間」に取り組むこと

で、児童生徒がいのちを輝かせて生きようとする意欲や社会性、規範意識等を育成すると

ともに、道徳教育に取り組     くりを推進します。

o目指す成果指標

35年 度

目 標 値

35人

100%

基 準 値

2929人

指 標 の 内 容

「長崎つ子の心を見つめる教育週間」の実施に際

し、企画・運営に関わつた家庭や地域人材の 1校

あたりの平均人数

いじめは、どんな理由があつてもいけないことだ

と思う児童生徒の割合

No.

24

25
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(2)二 1 人権荻育の推進 (学校における人権教育の推進)

0財と龍

0 国の内外で人権尊重のための様々な取組が展開されているにもかかわらず、学校でのい

じめや女性、子ども、高齢者、障害のある人への暴力や差別、被差別部落や外国人などに

対する偏見や差別などの問題が依然として後を絶たない状況にあります。

0 近年、インターネットを悪用した誹謗中傷ミ。翔 lJを助長する書き込み、性的マイノリティ
ヘの偏見や差別の問題等、情報化の進展などの社会の急激な変化に伴う新たな人権問題も生

じており、その解決に向けた確かな取組を一層進めていく必要があります。

0 各学校においては、児童生徒の発達段階を踏まえ、地域や各学校の実態に応じた人権教育

の一層の充実を図り、社会生活や学校生活等における偏見やいじめ等の問題に気付き、それ

らの解決に向けて自ら取り組んでいこうとする実践力を育成する必要があります。

0 本県では、これまでの同和教育の成果を継承しながら、「長崎県人権教育・啓発基本計画」

の趣旨や内容を踏まえ、教育活動全体を通して人権尊重の精神の涵養を目指した人権教育が

実践されています。

0 全ての学校において充実した内容の校内研修が実施できるよう、人権教育啓発資料「人権

教育をすすめるために」を発行し、地区別人権教育研修会及び研究指定校・指定地域の成果

等との相互の関連により研修効果を高め、教員の実践力向上に努めています。

◇学校における人権教育の状況

100%

100%

100%

100%

学校教育目標に人権教育の視点を設定している学校の割合 (H29)

校務分掌に人権教育担当を位置づけている学校の割合 (H29)

「人権教育をすすめるために」を活用している学校の割合 (H29)

人権問題に関する授業を実施した学校の割合 (H28)
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o主な取組

① 人権教育に関する研修等の充実

・教職員自らが人権感覚を磨き、様々な人権課題について認識を深め、適切に人権教育を実

践できるよう研修の充実を図ります。

・人権教育啓発資料「人権教育をすすめるために」の内容の充実 。改善を図るとともに、研

究指定事業を積極的に推進します。

② 新たな人権課題解決のための取組

・LGBT等の性的マイノリティや拉致問題等、近年の人権課題等について、啓発資料「人

権教育をすすめるために」等を活用し理解を深めるとともに、各研修会等においても啓発

を進めます。
eイ ンターネットやSNS等によるいじめを含めた人権侵害の実態把握に努めるとともに、

保護者や関係機関等と連携した改善対策を推進します。

③ 男女共同参画社会の形成に向けた教育の推進

男女の平等、男女の相互理解と協力の重要性、家庭生活の大切さなどについての教育の充

実に努め、男女共同参画社会の形成に向けた教育を推進します。

o目指す鹿離裸

35年 度

目 標 値

100%

100%

100%

を維持

100%

を紳

基 準 値

28

28

28

28

89. 1%

92. 7%

100%

100%

指 標 の 内 容

周囲や相手のことを思いやつて生活できている児

童生徒の割合  llア Jヽ
。中》

〃 《高校 県立66校 (と鋼むD》

人権教育に関する校内研修の実施率  ll′ Jヽ
。中》

〃 《高校 県立66校 (と釣む⊃》

No.

26

27
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(2)-2 人権教育の推進 (社会における人権教育の推進)

◎現状と課題

0 幼児から高齢者までを対象とした社会教育においては、身近な生活や社会における人権

問題など、人権全般についての正しい理解、人権感覚の涵養を図つていくことが重要です。

そのために、研修会や講座をはじめ、あらゆる機五△を通して人権について学ぶことができ

るよう、国、市町、関係団体、企業等と連携して人権教育 0啓発を進めています。

0 様々な人権課題については、「長崎県人権教育 D啓発基本計画」に基づき(各種研修会

や人権教育研究大会等を通して、県民の人権に対する正しい理解の促進と人権意識の向上

を図つています。また、障害者差別解消法やいわゆるヘイ トスピーチ対策法など、新たに

施行された人権に関する法令や、近年顕在化してきた性的マイノリティなどの人権課題に

ついても県民―の理解を広げていくことが求められていま丸

0 平成27年度に実施した人権に関する県民意識調査では、「同和問題を知っている」割

合が平成22年度の78.4%が 72.7%に なるなど、問題への認知度が低くなってき

ている状況があり、「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成28年 12月 に施行さ

れたことも踏まえ、人権教育 □啓発の更なる推進と充実を図る必要があります。

0 人権をテーマにした講演会や研修会等に 惨功日したことがない」という県民が、全体の7

割を超え依然として高い状況にあることから、参加を促すため、学習プログラムの充実や地

域に根ざした取組が求められていま現 力日えて、人権教育の推進の要となる指導者の育成と

活動促進が課題となっています。

研修会。講議会へのe加状況

7ユ
霞何回も参加

■ 1、  2回参力日

■参加 したことはない

無回答

20%       40%       60%       30%       100%

lH27「人権に関する県民意識調査」 ※罷7は官公庁が実施した研修会等への参力醐

ξ
= 

生F12!

fi=   1.=:こ

0%
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0 県人権教育啓発センターは、平成29年度に県庁内に移転し、広報啓発や人権相談、教育

研修、連携交流など引き続き重要な役割を果たしています。今後も、人権教育・啓発の中核

的な拠点としてより身近に利用してもらうとともに、各種機能を高めていく必要があります。

o主な取組

① 人権についての理解や人権感覚の涵養を図る取組の推進

・市町や関係団体等と連携し、学校・家庭・職場・地域社会等のあらゆる場や機金を通じて、

同和問題をはじめ様々な人権課題についての教育・啓発に取り組みます。

・社会人権 。同和教育地区別研修会などの各種研修会や長崎県人権教育研究大会等において

は、性的マイノリティの人権や災害被災者の人権など社会の要請や受講者のニーズを踏ま

えたテーマを設定するとともに、人権問題に関する認識等を深めるための学習プログラム

の充実を図ります。

② 地域や学校等で活動できる指導者の育成

人権・同和教育指導者養成講座等を通して、参力日体験型人権学習のスキルや様々な人権課

題についての専門的知識をもつた指導者の育成とネットワーク化を図り、地域における人

権に関する事業等への指導者の参画を促進します。

③ 人権教育啓発センターを中核とする研修・啓発の充実

。人権について、誰もが親しみをもつて学べるよう、書籍やDVD等の充実を図るとともに、

時宜に応じた内容の啓発資料の作成田提供をはじめ、研修相談や企業等からの研修依頼への

対応に努めます。

・様々な人権課題 (女性、子ども、高齢者、障害のある人、同和問題、外国人、HIV感染者・

ハンセン病回復者等、犯罪被害者等、インターネットによる人権侵害、性的マイノリティ、

原爆被爆者、災害時における人権尊重、アイヌの人々、刑を終えて出所した人、耳ヒ車月蕉峠当局

による拉致問題等)について、国、市町、NPO、 関係部局等と連携して教育 D啓発に取り

組みます。

③目指す成果指標

35年 度

目 標 値

50%

65%

基 準 値

28

28

46, 8%

60%

指 標 の 内 容

人権意識が向上したと思う人の割合

人権・同和教育指導者登録者のうち活動者の割合

No.

28

29
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(3)子ども読書活動の推進

鰺 現状と課題

0 読書は、子どもが言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、想像力を豊かなものにし、

生きる力を身に付けていく上で欠くことができないものです。

0 子どもの読書活動を総合的 B体系的に推進する「第二次長崎県子ども読書活動推進計画」

(平成26年～30年度)の策定により、県と各市町が連携した取組を推進してきました。

0 子どもが日常的に本に触れることができるよう、各学校で「全校一斉読書活動」を推進し

たこと、また、司書教諭や学校司書等の資質向上のための研修会を開催し、専門性を身に付

けた人材の育成を図つたことなどが、不読者率の減少につながりました。しかし、小学校で

は「全校一斉読書活動」の実施率が下がつている状況にありま丸

◇児童生徒の不読者率(1か月に本を1冊も読まなかつた者②釧創

日程罰直

1%以下

I冶以下

12%以下

H28

0.1

4.0

1.1

15。 4

11.9

57.1

H27

0.8

4.8

2.3

13.4

11.7

51.9

H26

0.6

3.8

2.2

15.0

11.6

聰 _7

H25

0.8

5.3

2.2

16.9

11.3

45.0

H24

0.9

4.5

1.2

16.4

11.8

53.2

I123

0.9

6.2

0.8

16.2

15.6

50.8

I122

0.5

6.2

0.4

12.7

15.8

44.3

(単位%)

本県

全目

本県

全国

本県

全国

′J盤

中控

譴

0 学校以外でも子どもが自然に読書に親しめるよう場り報 0分間読書運動」を推進し、家

庭と学校が連携した取組を進めてきましたが、読み聞かせをしたり、公共図書館を利用した

りする家庭とそうでない家庭の格差が広がっています。

0 子ども読書活動に携わる民間団体を育成 D支援するため、ホームページでの啓発や民間

団体が主催する研修会にかかる経費の助成などを行つたことで、図書ポランティア団体の登

録数が増えてきました。しかし、団体相互や関係団体とのネットワークの構築には課題があ

ります。
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o主な取組

① 学校における子ども読書活動の推進

「全校一斉読書活動」の充実を図るとともに、学校図書館を「読書センター」のみならず、

「学習センター」「情報センター」としても利活用できる環境の整備に努めます。また、司

書教諭や学校司書等の資質向上のための研修会を引き続き実施します。

② 地域における子ども読書活動の推進

各市町の公共図書館や図書ボランテイア団体などと連携し、県立長崎図書館を拠点としなが

ら、地域における子ども読書活動の推進を支援します。また、県においては、県立学校への

学校司書の配置拡充に努めるとともに、各市町における「子ども読書活動推進計画」の策定

と学校司書の積極的な配置を働きかけます。

③ 家庭における子ども読書活動の推進

「家族 10分間読書運動」の県民への周知を更に図ることで、子どもはもとより、保護者

をはじめ大人の読書活動を一層推進していきます。また、公共図書館や図書ボランティア

団体やPTAなどとの連携を図り、一人でも多くの子どもが読書の楽しさを感じられるよ

う努めます。

④ 読書関係者のネントワ~ク構築の推進

子ども読書活動の更なる充実を図るため、読書推進に関わる団体等の関係者が目標や課題を

共有することができるよう、各地域における子どもと本をつなぐ人たちのネットワーク構築

を支援します。

o目指す成果指標

35年 度

目 標 値

1%以下を維持

1%以下を維持

12%以下を維持

基 準 値

28

小  0。 1%

中  1.1%

高 11.9%

指 標 の 内 容

児童生徒の不読者率 (1か月に本を1冊も読まな

かつた者の割合)

No.

30
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(4)子どもたちの文化芸術活動の推進

簸 現状と課題

0 子どもたちの文化芸術活動は、豊かな感性や創造性を育み、生きる喜びを感じることに

欠かせないものです。

0 児童生徒の数が減少する中で、子どもたちが、様々な選択肢の中から文化活動に取り組め

るような活動の在り方を、市町教育委員会や県中学校文化連盟。高等学校文化連盟と連携し

ながら構築していく必要がありますど

0 中学校においては、県中学校文化連盟を中心として、平成30年度開催の第 18回全国

中学校総合文化祭を契機に、中学校における文化活動の更なる活性化を目指した育成・支援

を行つています。

0 高等学校においては、県高等学校文化連盟を中心として、文化活動のよリー層の充実に

努めており、県内全ての学校で文化活動に取り組んでいます。

0 本県の地理的条件から、離島半島部の児童生徒は舞台芸術や美術展、伝統文化等を鑑賞

する機会が少ない現状にあることから、優れた文化芸術を実感できるよう、鑑賞の機バ△を確

保していく必要があります。

このため、離島半島部を中心に舞台芸術鑑賞事業や美術巡回展を実施するなど、子どもた

ちが優れた文化芸術や伝統文化を実感できる機金を提供しています。

0 文化芸術活動に取 り組む子どもたちが、その成果を発表することは、達成感や充実感を

味わうことができるだけでなく、更なる意欲向上や文化活動の活性化につながることか

ら、成果発表の機会を確保 していく必要があります。

0 子どもたちが、日頃の文化芸術活動の成果を発表する場として、美術作品展や音楽コン

サートの開催などの発表する機言△を、市町や関係団体と連携して提供しています。

68



o主な取組

① 本県での全国大会開催後の子どもたちの文化芸術活動の活性化

・本県で開催された全国総合文化祭を契機として、子どもたちの文化的な力を更に高めるた

め、中学校と高等学校の生徒間交流の実施など、連携を強化するとともに、県中学校文化

連盟や県高等学校文化連盟が開催する県総合文化祭や研修等への支援を行うなど、市町教

育委員会と連携して、子どもたちの文化活動の活性化に努めます。

・部活動指導にあたつては、子どもたちのバランスのとれた生活と成長の確保のため、行き

過ぎた活動とならないよう、関係団体と連携して休養日設定の徹底を図ります。

② 優れた文化芸術の鑑賞機会及び成果発表の機会提供

子どもたちの豊かな人間性を育み、創作活動や美術に対する関心を高めるため、様々な分

野の優れた舞台芸術や文化芸術の鑑賞機芸△を提供するとともに、日頃の文化芸術活動の成

果発表の場として、美術作品展や音楽コンサートの開催など、市町や関係機関と連携した

機会の確保とこ努めます。

o目指す成果指標

35年 度

目 標 値

75%以上

を紳

基 準 値

2974. 0%

指 標 の 内 容

子ども県展への応募率

No.

3 1
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(5)体力の向上と学校体育の推進

@財と瀧

0 教科体育の日標である「生涯にわたつて健康を保持増進し、豊かなスポーンライフを実

現する」ためには、生きる源である体力の向上と運動を好きになることが重要であり、学

校体育を充実させる必要があります。

0 これまで本県では、体力向上支援委員会を設置し、教員の指導力の向上を図る研修の実施、

体カテスト結果個人票の配布や体力向上へ向けた資料・情報の提供、体育授業や運動部活動

での外部指導者の活用、学校体育関係団体への支援などに取り組んできました。

0 平成29年度の全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果では、体力合計点は全国とほ

ぼ同じレベルにあります。

しかしながら、種日ごとに見ると、持久力は全国でもかなり高いレベルですが、柔軟性

がかなり低いレベルであり、体力の偏りが見られま丸

また、運動をする者としない者や体力の高い者と低い者の二極化も見られます。

0 子どもたちの健全な育成を目指し、生徒の自主的、自発的な参力日により行われる運動都活

動においては、生徒のバランスのとれた生活と成長の確保やスポーツ障害の予防、教¶蝦 の

負担軽減などの観点から、適切な休養日を確保し、学校全体で組織的に運営していく必要が

あります。

⑧主な取組

① 体力向上の推進

・全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果について、全ての児童生徒のデータを分析し

て、学校ごとの課題を明確にし、児童生徒の発達段階に応じた体力向上の取組を充実させ

ます。             、

B子どもたちが体を動かすことが好きになり、意欲的に運動やスポーンに取り組むよう、体力

向上アクションプランの作成と改善へ向けて支援します。

・学校 B家庭・地域が連携 a協力を図り、親子体力向上実践ヤミナーやフィントネスチャレン

ジ等を通じて体力向上の意識が高まるよう支援していきます。
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② 教員の指導力向上と体育授業の充実

・教員の指導力向上と体育授業の充実のために、体育主任研修会や指導力向上セミナー、体

力向上指導者養成研修などの研修会を開催します。

・教員の       業に専門性の高い外部指導者等を活用します。

③ 県研究指定校及び学校体育関係団体による研究の推進

研究指定校の取組及び小・中・高等学校の各研修会について、内容の充実と学校体育関係

団体の活性化を図るとともに、校種を越えた研究成果の共有を進めます。

④ 運動部活動の充実
B運動部活動中の事故防止等に対する手立てや、適切な部活動運営を行うために必要な知識 B

指導方法などについて、指導者の理解が深まるように運動部活動研修会の充実を図ります。
・専門的な知識・技能を有する外部指導者等を活用し、指導者の資質を高め、国が示した「運

動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」に沿つた運動部活動の環境整備を進め

るとともに、関係団体と連携して発達の段階に応じた活動時間や休養日の設定等を徹底し

ます。

o目指す成果指標

35年 度

目 標 値

全郵重目

(34種目)

90%

100%

100%

基 準 値

28

28

29

28

20種目

88. 9%

16.3%

64. 0%

指 標 の 内 容

全国体力・運動能力、運動習慣等調査における全

国平均以上の種目

「体育の授業で運動のやり方やコツがわかった」

児童生徒の割合

公立中・高等学校において、中学校で週 2日 以上、

高等学校で週 1日 以上の体養 日を設定している運

動部の割合         《中》

〃 《高の

No.

32

33

34
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(6)健康教育の推進

0献と龍

0 近年、少子高齢化、情報化、国際化などによる社会環境や生活環境の急激な変化により、

児童生徒の現代的健康課題は多様化 日深刻化の傾向にあります。特に、生活習慣病や心の健

康、命の大切さや性に関する問題、アレルギー疾患など、児童生徒に対する健康教育のィ層

の充実が求められています。

0 児童生徒が生涯を通じて心身ともに健康な生活を送る基礎を培い、ひいては健康寿命の延

仲につなげていくためには、バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠など、望まし

い生活習慣や、性に関して正しく理解し行動することなど健康についての基本的な知識等を

しつかりと身に付けることが必要です。

0 児童生徒の健康課題を解決するためには、学校 B家庭。地域などで組織する学校保健委員

会の活動を充実させることが必要であり、課題を解決するための取組や活動の評価を実施し、

継続した活動にすることが大切です。

0 また、薬物乱用はいつどこででも起こり得る問題であることから、児童生徒が薬物に対す

る正しい知識を身に付け、適切な行動をとることができるよう、教科指導や薬物乱用防止教

室など学校教育活動全体を通じて、薬物乱用防止教育の充実を図ることが必要です。

0 更に、生涯にわたる健康の保持増進のために、児童生徒のむし歯の保有率の一層の低減に

ついて引き続き取り組む必要があります。

③主な取組

① 現代的な健康課題に対応するための健康教育の推進

児童生徒が、生活習慣病の予防、がん、歯・口腔の健康、アレルギー疾患、性に関する問

題など現代的な健康課題に対し、正しい知識を身に付け、生命を尊重し自分の将来を考え、

適切な行動がとれるよう、発達段階に応じた指導を行いま丸

② 教職員の資質の向上

管理職員や養護教諭、保健主事及び関係教職員の健康教育に関する専門的知識 9技能の向

上を図るために、各種研修や研究協議を行います。
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③ 児童生徒の健康管理と組織的、計画的な健康教育の実践

家庭と連携を図りながら、児童生徒の健康状態や健康課題を把握するとともに、保健教育、

保健管理に組織的に取り組むために、各学校における学校保健計画の策定や学校保健委員

会の活動の充実・活性化を図ります。

④ 薬物乱用防止教育の充実

薬物乱用防止教育を行う教職員等を対象とした指導力向上のための研修会の開催や、生徒

参力日型の薬物乱用防止教室を実施するなど、薬物乱用防止教育の充実を図ります。

⑤ 歯・口の健康づくりの推進

永久歯のむし歯予防として取り組んでいるフン化物洗口を中学校までに拡充し、児童生徒

に封する切れ日のないむし歯予防対策に取り組みます。

o目指す成果牒

35年 度

目 標 値

1. 22本

以下

基 準 値

281. 67本

指 標 の 内 容

15歳児の永久歯平均むし歯数

No.

35
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(7)食育の推進と学校給食の充実

◎財と龍

0 近年、朝食久食や個食、偏った栄養摂取など、子どもたちの食をめぐる様々な課題が見受

けられ、児童生徒が食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けることができるよう、

学校 D家庭 D地域が連携して食育を推進することが喫緊の課題となっています。

0 正しい食事の在り方について学び、望ましい食習慣を形成するとともに、地域の食文化

や郷土の理解につなげるなど、全ての公立小・中学校において、食に関する指導に係る全体

計画等を作成し、食育を推進していくことが求められます。

H28

98, 4%

H27

98. 5%

H26

98. 7%

項  目

小 。中学校における児童生徒の朝食摂取率

0 子どもたちの食をめぐる様々な課題に対応するために、管理職員をはじめ栄養教諭や関係

職員に対する研修等の更なる充実を図つていく必要があります。

0 食育の推進にあたつては、学校給食を「生きた教材」として活用し、児童生徒に望ましい

食習慣と食に関する実,効を身に付けさせることが大切です。

また、学校給食に県産品を使用することは、「生きた教材」として地域を学ぶことができ、

安,b・ 安全な給食が提供できることから、Jと産地消の推進に努めています。

0 -方、食物アレルギー症状を有する児童生徒の割合は増加傾向にあるため、学校給食にお

いては食物アレルギー事案を未然に防止し、安全・安心な学校給食の提供に努めていく必要

があります。現在、食物アレルギーを有する児童生徒には、学校及び調理場の施設設備や人

員等の状況を考えながら、安全性を最優先に給食を提供しているところです。

◎主な取組

① 学校における食育の推進

校内推進委員会の設置など、栄養教諭を中心とした指導体制の整備・充実に努め、食に関す

る指導に係る全体計画等を全ての学校で作成します。また、家庭や地域及び生産者や関係団

体と連携しながら、学校給食を中心とした食育を一層推進します。
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② 教職員等の資質の向上

食育に対する教職員の意識詩指導力の向上、特に、栄養教諭等に対する専門的知識・技能

の向上のための各種研修や研究協議を実施します。

③ 安全・安心な学校給食の実施

学校給食における食物アレルギーヘの対応として組織的な対応を実施するため、管理η我員

をはじめとした教職員間において、児童生徒が有する食物アレルギー情報の共有化を図る

とともに、誤配食等の人的ミスを無くすための食物アレルギー管理システムを活用し、安

全安心な学校給食の提供に努めます。

④ 学校給食における地場産物活用の推進

地域の食文化や歴史、産業、働く人たちへの理解と関心を深めるために、地場産物の使用

促進を図り、食に関する指導に活用します。

o甲指す成果絆

35年 度

目 標 値

100%

0件

基 準 値

28

28

76. 6%

1件

指 標 の 内 容

校内に食育推進を位置付けている学校の割合

人的ミスによる食物アレルギー事案の発生件数

No.

36

37
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基本的方向性イ 子遣亀⑩学0を支える魅ぬめる学校づ
くのを推進(廟

(1)生徒指導・教育相談体制の充実

③現状と課題

● 全国で深刻ないじめの問題、ネットにおける誹謗中傷が相次いで発覚し、大きな社会問

題になりました。特に、いじめが原因と考えられる自殺は、更に深刻な問題となっています。

0 生徒指導上の諸問題が深刻化・多様化している中、関係機関と連携した生徒指導体制の整

備・充実は喫緊の課題であり、教育相談を必要とする全ての児童生徒が適切な教育相談を受

けることができる体制を整備する必要があります。

0 本県の児童生徒1,000人あたりのいじめの認知件数は、全国平均以下であるものの児

童生徒をいじめから守るために、早期発見・早期解消に努めその対応を推進しなければなり

ません。

また、不登校児童生徒数は増加傾向にあり、学校内外の関係者が連携して、組織的・計

画的な支援のもと、一人一人の社会的自立に向けての取組を充実させる必要があります。

現  状  値

1,680人 l′Jヽ 259、 中 1,076、 高 345)

2,051件 l′Jヽ 1,385、 中 554、 高 109、 特 3)

393件 (小 75、 中 241、 高 77)

項 目

不登校児童生徒数 (平成 28年度)

いじめの認知件数 (平成 28年度)

暴力行為の件数  (平成 28年度)

0 これらの諸問題に対して、スクールカウンセラーやスクールゾーシャルワーカーの配置・

派遣、24時間子供SOSダイヤルやメール相談窓口の設置など、教育相談体制の充実を図

ってきました。

0 教平蝦 の生徒指導上の諸問題への対応力の向上のためには、生徒指導 D教育相談等に関す

る研修会を開催するとともに、「いじめ対策ハンドブック」や「非行防止教室資料」等を作

成し、必要に応じて、校内ですぐに指導に活用できる体制をとつています。
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o主な取組

① 規範意識や自己指導能力の育成

小・中学校、中・高等学校の校種間の連携を図り、学校における規律指導を徹底するととも

に、「長崎つ子さわやか運動」や「長崎つ子の心を見つめる教育週間」の活用など、家庭や

地域と連携した取組を推進し、児童生徒の規範意識や自己指導能力を育成します。

② 問題行動の未然防止、早期発見 。早期対応及び不登校への対応

・非行については、「非行防止教室」等による啓発を通して問題行動の抑止につなげるとと

もに、「学校 0警察の相互連絡制度」を積極的に運用し、早期の立ち直り支援に努めます。

・小 B中学校の情報連携を通して、「中1ギャップ」を解消し、不登校の減少に努めます。

・関係機関と連携して、学校の危機管理体制を強化し、自殺や問題行動の予防に努めます。

③ 教育相談体制の整備と
―

の教育相談技能の向上

・スクールカウンセラーを県内の公立学校に配置 。派遣するとともに、スクールノーシャル

ワーカーを市町教育委員会に配置し、専門家による教育相談体制を整備します。

・「カウンセリングリ‐ダー養成研修」等、教育相談に係る研修を充実させ、―
の教育

相談技能の向上を図りま丸

④ ネットトラブルの回避

情報モラルに関する指導の充実を通して、インターネット取引に関するトラブルをはじめ、

SNSによる誹謗中傷、ネット詐欺など、児童生徒にネットトラブルから身を守る知識や

技術を身に付けさせるとともに、違法行為をしない意志や健全な意識を育みます。

o目指す成果指標

35年 度

目 標 値

300校

100%

1,470

人以下

基 準 値

29

28

28

270校

94. 7%

1,680人

指 標 の 内 容

スクールカウンセラーの酉己置校数

いじめ解消率

不登校児童生徒数

No.

38

39

40
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(2)教職員の資質の向上

o現状都組

0 多様化 D複雑化する教育課題に対応し、次代をたくましく生き抜くことができる力を子ど

もたちに育むためには、教職員一人一人の資質を高めていく必要があります。

また、教職員の大量退職に伴う大量採用の時代を迎え、教職員の年齢構成が大きく変化

しており、若手教η娘 やミドルリーダーの育成などの課題に対応していく必要があります。

0 教職員研修については、経験年数に応じた体系的、系統的な研修や今日的課題に応じた職

務研修等を実施しています。

更に、新任校長 B教頭研修会、副校長研修会等では、管理職員としての識見を高めるとと

もに、実践的な学校経営力や指導力の向上を図つています。

また、学校の校内研修の充実のために、市町教育委員会等と連携しながら、出前型研修

を行い、各学校等を支援しています。

0 教員の専門職としての資質を高めるため、毎年度、長崎大学教職大学院等へ教員を派遣し

ています。派遣された教員は、特別支援教育や ICT教育等の専門的な分野について、優れ

た技術等を習得し、学校現場に戻つた後、専門性の高い中核教員として活躍しています。

0 教員の採用については、筆記試験、実技試験、教壇における課題面接、小論文、適性検

査等の結果を総合的に勘案し、真に教員にふさわしい人材を採用しています。

また、本県公立学校に臨時的に任用されている者で優秀と認められる者について、1次

試験における教職 9-般教養を免除する制度のほか、国公立学校で本務教員経験を一定期

間有する者について、志願校種に応じて1次試験における全て、また教職・一般教養を免除

する制度や、2次試験不合格者の中で、成績が優秀な者について、次年度の1次試験の全て

を免除する制度を導入しています。

0 各学校に服務規律委員会を設置し、教職員の使命感、倫理観及びコンプライアンス意識

を高めるための研修を実施しています。こうした取組の改善と、更なる意識の向上のため、

管理職員研修の一層の充実に努めるとともに、全県立学校の服務規律委員会担当者を対象と

した研修会を実施して、ボトムアップによる取組を促進しています。

0 「目標管理制度」と「勤務評価制度」からなる人事評価制度を実施し、公立学校の校長

においては、前年度の評価結果を給与に反映しています。
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● 教育活動で優れた成果をあげた教員を評価し、意欲を高めるための教員表彰を行つてい

ます。また、指導が不適切な教員に対する指導改善研修の実施や条件付採用制度の厳正な取

扱いなどの適切な人事管理に取り組んでいます。

o主な取組

① 教職員の研修の充実
口「長崎県 教員等としての資質の向上に関する指標」に基づく、経験年数に応じた研修の

見直し及び研修内容の充実を図ることを通して、教職員の資質能力の向上を図る取組を推

進します。

・次代を担うミドルリーダーの育成や女性教贈員のキャリアアップのための研修を通して、こ

れからの時代に求められる人材を育成する取組を推進します。

・校長等としての資質の向上に関する指標を踏まえ、学校経営に関する研修の充実に努め、

今日的課題への対応力 。マネジメントカ及び危機管理能力の向上を目指した取組を推進し

ます。

② 教員の資質向上に向けた大学との連携

・教職大学院への教員派遣、管理職員を対象とした大学の授業や教員研修における教員の相互

派遣など、学び続ける教員への支援や資質向上に向けて大学と教育委員会の連携を図る取組

を促進します。

③ 教員採用選考の改善

教員としての資質を的確に判断するため、個人面接等の更なる充実に努めるとともに、本

県の地理的な実情等に応じた選考の在り方にういて検討を進めていきます。

④ 不祥事防止対策の徹底

全ての教贈員を対象に不祥事根絶に向けた継続的で実効性のある各種研修会を実施すると

ともに、市町教育委員会。校長会等のあらゆる機会における指導体制を強化していきます。

⑤ 人事評価の活用

目標管理制度における管理職員の面談や指導 。助言、更に、継続的な評価者研修を通して、

実績並びにその職務の遂行上見られた能力及び意欲・姿勢について適正に評価することで、

教職員の資質能力等の向上を図り、学校組織の活性化を促進します。

また、新規採用 3年目までの教諭及び養護教諭については、中間育成評価を実施して、年度

途中に育成状況や課題等を把握し、資幹 ヒカの向上を図るための継続的な指導を行つていき

ます。
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(3)教職員の多忙1ヒ解消に向けた取組の推進

o現状と龍

0 学校が複雑化。多様化した教育課題に対応していくためには、学校の組織力を高め、様々

な専門性を持つ人々と連携する体制を整備するなど、教珊蝦 が誇りや情熱を持つて使命と職

責を遂行できるよう、働きやすく、やりがいのある職腸環境づくりが不可欠です。

0 教職員の超過勤務等を含む労働時間の問題など「働き方」を見直すことは、仕事と生活

の両立や健康維持、公務能率の向上、女性の活躍推進に向けた環境庭備等を図る観点から

も重要な課題です。

0 県立学校における平成28年度の出退勤時間記録の集計結果によると、1か月あたり超

過勤務 100時間を超えた
―

の割合は全体の9.3%を占めています。

超勤縮減に向けては、定時退校日やノー部活動デーの設定、夏季休業中における学校閉

庁日の設定、諸帳簿作成のためのICT化による事務の負担軽減、出退勤時刻の把握によ

る教職員の勤務実態に応じた指導や業務分担の見直し等を実施しています。

0 小中学校において、教員が子どもと向き合い、教育活動を一層充実させるために、校務

支援システムを開発し市町教育委員会に提供することにより、 ICT化による校務事務の

軽減と効率化を進めています。

0 教珊類 のメンタルヘルス対策については、悩みや不安等を一人で抱え込まず、上司や同僚

などに相談できる職湯環境づくりや、ストレスの意識等を高めていく必要があります。メン

タルヘルス不調の未然防止を主な目的としたストレスチェックを全ての県立学校で実施し

ています。                                、

0 教職員一人一人が子どもたちと信頼関係を築き、充実した教育活動を行うためには、心身

ともに健康であることが重要であることから、メンタルヘルス研修を行うとともに、悩みや

不安を抱える教η蝦 を対象とした専門医療機関での面接や、電話相談等を実施していま丸

◇教職員の精神疾患による休職渚数及びメンタルヘルス相談件数

56人

137件

精神疾患による休職者数

電話・面接等によるメンタアレヘァレス相談件数

80
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0 平成21年度から、県内全ての市町立小中学校において、「事務の共同実施」を行なつ

ています。事務処理を共同で行うことで、職員の資質向上を図るとともに、事務の道正化

及び効率化を進め、教員の事務負担の軽減に取り組んでいます。

0 各学校がそれぞれの実情に応じ、校務負担軽減に取り組む、働きやすい職腸環境づくり

に向けた「プラス 1」 推進運動を実施しています。

Θ主な取組

① 働き方改革の推進

・教員が学習指導、生徒指導等の本来的な業務に専念できる環境づくりを進めるとともに、一

人一人のワーク・ライフ。バランスにも十分配慮しながら、働き方改革を推進します。特に

県立学校においては、経営コンサル ト等を活用して業務改善に取り組むとともに、研修会等

を開催し、教贈員の意識改革を図ります。

・県と全市町教育委員会が連携して取り組む「超勤改善等対策会議」や佼務事務の ICT化を

通して、教員の超過勤務の縮減を推進します。

② メンタルヘルス対策の充実

教職員を対象としたメンタルヘルス研修会を充実するとともに、悩みや不安等を抱える教職

員に対し、専門医療機関による面接や電話相談等を引き続き実施します。

③ 事務の共同実施における教員の事務負担軽減に向けた取組の充実

教員が子どもと向き合う時間を確保する環境を整えていくために、「事務の共同実施」に

おける教員の事務負担軽減の取組を充実させるよう、先進地における取組事例を集め普

及・啓発を図るなど、市町教育委員会の支援に努めます。

◎目指す成果指標

35年 度

目標 値

0%

100%

基 準 値

28913%

指 標 の 内 容

県立学校における超過勤務が月 100時間を超え

る教職員の割合

校務の負担軽減が図られた学校の割合

No.

41

42
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(4)子どもの安全確保対策の推進

簸 現状と課題

0 東日本大震災や熊本地震など、今まで経験したことのないような様々な災害が全国各地

で発生しています。児童生徒が防災や安全について理解し、自らの命を守るための行動が

できるようにするとともに、進んで他の人々や地域の安全に役立つことができるよう育成

することが求められます。

0 本県では、「防災教室推進研修会」を開催し、学校安全に関する指導者の育成を図るとと

もに、「学校安全総合支援事業」として地域を指定し、その実践をもとに、防災教育の指導

方法等の開発 0普及に努めています。

0 他県において、女子児童が登校中に連れ去られ、殺害されるという痛ましい事件が発生し

ています。また、登下校中の児童の列に車が飛び込み、貴重な命が失われるという交通事故

が全国的に相次いでいます。

0 このような事件 日事故を繰り返さないよう、学校・教育委員会、警察、道路管理者等が

連携して、通学路の安全点検を行い、通学時における危険箇所の対策を講じました。

また、PTAや地域ボランティア、関係機関等と連携し、不審者対策と交通安全対策の

向向から、通学路の見守り体制を強化しています。

更に、各学校においては、「学校安全計画」や「危険等発生時姑処要領 (安全管理マニュ

アル)」 の定期的な点検、見直しを行うとともに、学校安全に関する研修会や児童生徒対象

の防犯教室等を通じて、学校の危機管理体制の強化を図つています。

◇学校における安全確保対策

蜘

100%

97.4%

100%

項 目

安全管理マニュアルの点検、見直しをした学校の割合 (平成 28年度)

関係機関等と連携して避郵司II練をしている学校の割合 (平成 28年度)

通学路の安全点検をしている学校の割合 (平成 28年度)
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o主な取組

① 学校の危機管理体制の強化

「学校安全計画」や「危険等発生時対処要領 (安全管理マニュアル)」 の定期的な点検、

見直しや、関係機関・専門家と連携した学校防災 0学校安全に関する研修会等を通して、

学校の危機管理体制の強化を図ります。

② 防災教育の推進

学校や地域の実態に即した研修や実践的な避難訓練を通して、教珊髪員の対応能力・指導力

の向上を図るとともに、児童生徒の非常時に安全に避難する態度や能力、地域の安全に貢

献する態度を養います。

③ 通学路の安全確保

定期的に通学路の安全点検を実施し、PTAや地域のボランティア、警察等の関係機関と

連携した見守り体制を強化するとともに、通学路安全マンプの作成等を通して、児童生徒

に危険箇所を具体的に把握させることにより、交通事故や不審者から児童生徒を守ります。

o目指す腐離緩

35年 度

目 標 値

100%

100%

基 準 値

28

28

99.2%

85. 2%

指 標 の 内 容

関係磯関や地域の団体、PTA等と連携して、登

下校時の見守り活動をしている学校の割合

児童生徒に封し防犯教室を実施している学校の割

△
口

No.

43

44
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(5)安全で快適な学校施設の整備

o現状と邑超

0 学校施設は、児童生徒の学習・生活の場であるとともに、災害時には、地域の避難場所

となることから、その安全性の確保は極めて重要であり、耐震化や老朽化対策など計画的

に整備を行うことが必要です。

0 国においては、平成25年、国民生活や社会経済活動を支えるインフラに関する維持管

理等の方向性を示す基本的な計画である「インフラ長寿命化基本計画」が策定されました。

これを受け、平成27年 3月 に策定された「文部科学省インフラ長寿命化計画」では、

全ての公立学校施設について平成32年度までに個別施設計画を策定するよう設置者に対

し要請がなされるなど、長寿命化の取組が加速化しています。

0 本県の公立小。中学校及び県立学校においても、建築後 25年以上経過した建物が、約8

割を占めるなど、学校施設の老朽化への対応が急務となつており、今後予算の平準化を図り

ながら、どのように施設整備を計画的に実施していくのかが、大きな課題となつています。

公立学校の経年別保有棟数

※平成 29年 5月 1日 現在で200だ以上の校舎・体育館等

0 学校施設の耐震化については、各設置者において、計画的に取組を進めています。

榊

公立小中学校           対策実施率 〇%(H30.4.1現在)

県立高等学校及び特別支援学校   対策実施率 100%(  〃  )
◇非構造部材 (吊 り天丼の落下防止対策)

公立小中学校          対策実施率 〇%(H30.4.1現在)

県立高等学校及び特別支援学校   対策実施率 100%(  〃  )

建築後
45年以上経過

776  (36X)

126  (22X)

建築後
25年以上経過

1821  (84X)

427  (75X)

全棟数

2171

566県立高等学校及び

特 別 支 援 学 校

学 校 種 別

小  中  学  校
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0 安全・安心な学校施設を維持していくためには、非構造部材の耐震化や老朽化が進む施

設の維持補修等の対応が不可欠であり、このため、定期的な点検と点検結果を踏まえた適

切な対応が必要です。

0 校内環境のバリアフリー化についても充実が求められていることから、児童生徒や教職

員の状況等を踏まえ、学校と協議しながら必要な改修を進めています。

o主な取組

(県立拗

① 学校施設の老朽化対策の推進

平成32年度までに、「長崎県高等学校改革基本方針」及び「長崎県特別支援教育推進基本

計画」の内容を踏まえた個別施設計画を策定し、計画に基づく改築や改修等の長寿命化対策

を推進します。

② 安全 。安心な学校施設の維持管理等

今後一層進行する校舎や体育館など学校施設の老朽化に適切に対応していくため、非構造

部材を含む施設の定期的な点検の実施と、点検結果に基づく適切な施設管理を行いま坑

③ 校内環境のバリアフリー化の推進

利用者に配慮した施設整備にあたつては、スロープや手すりの設置、多目的トイレやエレ

ベーターの整備等、引き続き学校の実情に応じバリアフリー化を推進するよう努めます。

(市町立小中拗

④ 上記①～③などについて、市町立小中学校においても計画的に進められるよう、設置者

である市町に対し働きかけていくとともに、補助制度の周知など必要に応じた指導 B助言

を行います。

o目指す鹿離無

35年 度

目 標 値

0件を維持

基 準 値

280件

指 標 の 内 容

学校施設の保全不備による事故発生件数 (県〕

No.

45
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(6)県立学校改革の推進

o現状と龍

0 少子化や過疎化による本県の中学校卒業者数の減少傾向は、今後も継続する見込みです。

グローバル化や情報化の急速な進展により、社会が著しく変化する中で、将来の我が国及び

本県を支える人づくりを担う高等学校においては、生徒や保護者の多様なニーズに適切に対

応するとともに、子どもたちの人間性や社会性の涵養に努め、「社会を生き抜く力」を育む

ことができる教育環境の整備に一層取り組んでいく必要があります。

0 県立高等学校の教育改革については、平成21年 3月 に策定した、「第二期長崎県立高

等学校改革基本方針」 (平成23～ 32年度)に基づき、県立高等学校教育改革第 5次実

施計画(平成23年度)及び第 6次実施計画 (平成24～ 25年度)を策定し、併設型及び

連携型中高一貫教育校の設置拡大や福祉教育の充実などに取り組みました。

また、平成25年 4月 には、第 7次実施計画 (平成26年～27年度)を、平成28年
9月 には第8次実施計画 (平成29年～31年度)を策定して、「国際関係に関する学科」

の設置や、離島留学制度の拡充のほか、地域が求める人材の育成に向けた学科改編等に取り

組んでいます。

0 これまでの取組により、中高一貫教育やキャンパス校など、新たな教育システムの導入

や学科改編等による高等学校の魅力化が図られ、全県的に学校の機能と教育水準が維持され

ており、各学校における生徒の進路希望実現に向けた、多彩で活発な教育活動が展開されて

います。

0 現行の「第二期長崎県立高等学校改革基本方針」では、学校の機能と教育水準の維持を

図りながら、生徒の通学環境など地域の実態に配慮し、通学上の不便さを抱える学校につ

いては、できるだけ維持していくという考えで進めてきました。しかしながら、本県の中

学校卒業者数は今後も減少が続き、学校規模の小規模化も更に進んでいくことが見込まれ

ることから、平成33年度から平成42年度までの10年間を計画期間とする「第二期長

崎県立高等学校改革基本方針」を策定する中で、どのようにして教育水準を維持すること

ができるのか、子どもたちに望ましい教育環境をどのように担保していくのか、高等学校

の再編整備の基準も含めて改めて検討を行う必要がありま丸       ,
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平成 36年 3月

12,092

平成 31年 3月

12,464 ,▲  372▲  1,805

平成 26年 3月

14,269

◇ 今後の中学校卒業者数の推移 (平成29年 8月姻

▲ 2,177

・生徒の減少傾向は、平成33年度に一旦落ち着くものの、今後も継続する見込みです。

◇ 県立学校 (全日制)の学校規模 (1学争の学級数による)男J学校数■覧 (平成26年度・30年度)

計

54

54

8学級

3

5.6%

66.7%

3

5.6%

55.6%

7学級

9

16,7%

6

1%

6学級

6

11.1%

8

14.8%

5学級

6

1 %

4

7.4%

4学級

12

22.2%

9

16!7%

3学級

8

14.8%

33.3%

10

18.5%

44.4%

2学級

6

11.1%

8

14.8%

1学級

4

7.4%

6

11.1%

学校規模

学校数

割合

学校数

割合

平成 26年度

平成 30年度

。「第二期基本方針」で適正規模としている4～ 8学級の割合は、10ポイント程度低下しています。

③主な取組

① 「第二期長崎県立高等学校改革基本方針」の策定

「第二期長崎県立高等学校改革基本方針」1こ基づく、これまでの実施計画等による取組の成

果と課題を検証したうえで、平成33年からの10年間を計画期間とする次期基本方針の策

定を進めていきます。

② 県立高等学校の更なる魅力づくりの推進

グローバル化の進展やAIの発達をはじめとする情報関連技術の急速な進展などの、社会

の変化や時代の要請を踏まえ、生徒や保護者の多様なニーズに対応できるよう、「第二期

長崎県立高等学校改革基本方針」に基づき、柔軟な教育システムの導入や学科改編等に取

り組み、各学校の魅力づくりを更に推進しま丸

③ 全県的な視点に立った学校・学科の再編整備と適正配置

「第二期長崎県立高等学校改革基本方針」に基づき、地域の実態を踏まえながら、学校の

機能と教育水準の維持・向上を図るとともに、全県的な視点に立った高等学校づくりに努め

ていきます。     |
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基本的方向性J 事交ら壕義曇らJ匂吻碗動轟も協触 (鏃 総゙が
かので子喬て等Q課題に取り組む活力
ある地域づ亙のを推逸(します

(1)学校・家庭・地域が連携・協倒して子どもを育む環境づくりの推進

③現状と課題

0 少子高齢化や過疎化を背景とした急激な人口減少により地域コミュニティの機能が低下

するなど、地域における教育力の低下が指摘されていま丸 また、家庭環境や価値観の多様

化も加わり、社会全体の子どもの教育に対する当事者意識が薄れる中、学校が様々な課題を

抱え、負担過重になっているという状況も懸念されます。

0 このような状況を踏まえ、予測困難な時代を生き抜き、ふるさとに根付く子どもたちを

育て、地域の活性化につなげていくために、学校と地域がパートナーとして相互に連携 0

協働することのできる体制を整備していく必要があります。

0 本県では、学校 。家庭・地域の代表者による「学校支援会議」において地域で育む子ども

像を共有しながら、地域総がかりで子どもの健全育成や家庭。地域の教育力の向上、地域の

活性化など子どもを安心して育てられる環境づくりを推進してきました。

◇「子どもへのメッセージ」(地域で育む子ども像)の実現に向け、学校・家庭・地域が一体となつて取組を行つたと自己評価する学校区の割合

29軽
51.4%

31.8%

44.7%

28戦
48.8%

31.0%

42.8%

27年 度

39。 2%
28.8%

35.8%

項 目

′Jヽ等鶏交

中数

合 計

0 今後は、新しい時代の教育の実現や地域の活性化に向けて、「学校支援会議」をベース

として、「コミュニティロスクール (学校運営協議会制度)」 の導入及び「地域学校協働

活動」の推進に取り組む必要があります。

● 学校においては、法に基づく持続可能な制度として、学校 0家庭。地域が力を合わせて学

校運営に取り組むことが可能となる「コミュニティロスクール (学校運営協議会制度)」 を

導入していくことが求められています。平成29年度現在、本県においてコミュニティ・ス

クールとなった学校は、5市町の13小 。中学校にとどまっており、今後、導入を推進して

いく必要があります。
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0 地域社会においては、地域で育む子ども像を実現するために、自治会等の様々な団体が

行う教育支援の活動を総合化・ネットワーク化し、子どもの成長を支えていく「地域学校

協働活動」を推進していく必要があります。また、その活動を通して地域住民r人一人が

地域の子どもを育む意識を高め、家庭や地域の教育力向上を図ることが求められています。

0 放課後や土曜日等の安全 B安心な子どもの居場所づくりや充実した教育環境づくりのた

め、様々な人々の参画を得て、地域の特色を生かした体験活動等を実施する「地域子ども

教室」の充実や土曜授業等の活用を図る必要があります。

0 「ココロねっこ運動」は「大人の在り方を見直し、子どもの健やかな成長を促すこと」を

目的とし、継続的な広報啓発活動を行つてきました。その結果、あいさつ運動や登下校の見

守り活動の実施など、子どもが健やかに成長できる環境づくりが広がっています。今後は、

具体的に実践するネットワークの更なる拡大が必要です。

0 メディア機器に係る有害環境から子どもたちを守り、健全な育成を図るために、長崎県メ

ディア安全指導員を養成し、メディアに関する講習会を進めてきました。これからも、時代

に応じたメディアの適切な利用に向けた取組を更に進める必要があります。

o主な取組

①  「コミュニティBスクール (学校運営協議会制度)」 の導入

「コミュニティ・スクール」の導入によつて、各学校にある既存の組織や活動等を整理・

統合し、学校と家庭及び地域がそれぞれの役割と責任を担う教育活動を展開するとともに、

学校の負担過重を解消し、地域とともにある学校づくりを推進します。

② 地域学校協働活動の推進

地域で育む子ども像を学校。家庭・地域で共有しその実現を図るため、学校支援会議等が行

う地域学校協働活動を推進するように各種研修会 B会議等で周知・啓発するとともに、学校・

家庭・地域をつなぐコーデイネーターの養成と各学校区への配置を促進していきます。

③ 放課後や土曜日等の子どもを育む教育環境の充実

a子どもの安全。安心な居場所の確保と体験活動や交流活動、スポーン、学習等の機五ハを提

供する「地域子ども教室」を、引き続き推進するとともに、活動内容の更なる充実を図り

ます。
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a「地域子ども教室」と「放課後児童クラプ也との連携やい体型の取組を推進する「放課後

子ども総合プラン」の効果的かつ円滑な実施を推進しま丸

。多様な経験や技能を持つ人材・大学 。企業 BNPO等の協力により結成した「ながさき土

曜学習応援団」の登録団体数を増やし、プログラムの拡充を図ります。

・保護者や地域の方々から学校教育への協力を得たり、子どもが学校で学んだことを地域で

生かしたりするために、土曜授業や長期休業日の活用等、各市町・学校の実態に即した工夫

を推進します。

④ ココロねっこ運動の推進

地域に根ざした運動とするために、登録数を増やすとともに、講習会の実施などを通して、

県・市町のネットワークづくりを推進します。

⑤ メディアに関する学びの機金の推進

幼稚園等・学校やPTAにおけるメディア安全指導員によるメディア講習会や、ネットパ

トロールに 関する研修会を実施し、有害情報やメディア被害から子どもを守る取組の充

実を図ります。

⑤目指す成果指標

35年 度

目 標 値

100校

100%

100%

基 準 値

29

28

28

13校

42.8%

98%

指 標 の 内 容

コミュニティ 。スクールを設置する学校数

「子どもへのメッセージ」の実現に向け、学校・

家庭・地域が一体となつて取組を行つたと自己評

価する学校区の割合

子どもたちにとつて豊かで有意義な環境づくりに

機能していると指導者。関係者が自己評価する「地

域子ども教室」の割合

No.

46

47

48
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(2)家庭教育支援の充実

@財と龍

0 家庭教育は、すべての教育の出発点であります。

しかしながら、近年、家庭環境や価値観の多様化、地域社会のつながりの希薄化等によ

り、親子の育ちを支える人間関係が弱まり、家庭教育が困難な社会になっていると言われ

ています。そのため、子育てや子どものしつけに対する不安などを抱える親を地域全体で支

援していくことが必要となっています。

0 平成23年度から、子育ての不安や悩みを参力日者同士が話し合いながら、自らの課題に

気付き学び合う親育ち講座「ながさきファミリープログラム」を実施し、「親子でメディア

のルールづくり」「上手なほめ方 a叱り方」など、家庭教育に関わる様々なことをテーマと

して実施しています。

0 親育ち講座を進行するファシリテーターは、県内すべての市町に養成できていますが、

十分な活用ができていません。更に、ファシリテーターとしてよりよいプログラムを展開

できるよう、市町や家庭教育関係者と連携し、活用の場づくりと研修機金の提供、資質の

維持 a向上のための研修の充実を図る必要があります。

0 子育てにあまり関心を示さない家庭や孤立しがちな家庭など、支援が届きにくい家庭に

対しては、地域人材を活用した家庭教育支援チームの必要性、家庭訪問等により情報提供

や相談に応じる訪問型の支援の効果等について周知・啓発してきました。

0 子どもの健全育成をはじめ、家庭教育に関する課題をテーマとした学習や取組を行うと

ともに、学校と地域をつなぐ役割を期待されているPTA活動の活性化のための資料「P

TAなび」を作成し、周知啓発を行いました。

鬱 主な取組

① 親の学びの機言△の提供
BPTA会員に、メディアや問題行動等の喫緊の課題を意識させるとともに、参力口者のニー

ズに応えられるよう、研修内容を工夫し、学びの機言△の充実を図つていきます。

・子育ての不安や悩みを参力日者同士が話し合いながら、学び合う親育ち講座「ながさきファミ
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リープログラム」の推進や、子育てに関する講話・講義を行う家庭教育アレミイザーの育成

や派遣を進めます。

② 家庭への支援の充実

B子育ての悩みや様々な課題 B困難を抱える家庭への相談体制を充実するため、民生委員等の

地域住民と連携して、育児相談や情報提供等を行う訪問型の家庭教育支援を推進します。
9乳幼児健診等の母子保健事業を実施している福祉部局や教育委員会との連携強化を図り、

支援が届きにくい家庭に対する教育支援の充実を図ります。

③ 家庭教育力向上に関わる人材の育成
。県内各地域で開催されるPTA研修会における講義・指導助言を通して、PTA活動を活

性化し、家庭における教育力の向上を図ります。
B市町や家庭教育関係者に対して、「ながさきファミリープログラム」のファシリテーター

やメディア安全指導員の積極的な活用について周知・啓発を行い、その人材をPTA活動

の充実 e活性化と地域ぐるみの家庭教育支援につなげていきます。

④ 家庭教育支援に関する資料の提供

・PTA活動充実のための「PTAなび」等の資料や、子育てに不安や悩みを抱える保護者

を支援するためのリーフレジトを作成・配布し活用することで、家庭が抱える課題への支

援を図つていきます。

③目指す成果指標

35年 度

目 標 値

95%

以上を維持

基 準 値

2896. 7%

指 標 の 内 容

研修会の内容を、今後のPTA活動に活かすと回

答した参加者の割合

No.

49
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基本的方向性び 生濯雹通しで挙び続けるこ色ができる
環境づ<りを推逢tします

(1)県民が生きがいを持つて学dことができる学習環境の整備

④現状と課題

0 少子高齢化、国際化、情報化など社会情勢が大きく変化し、価値観やライフスタイルの

多様化が進む中で、県民が主体的に人生100年時代に対応した学習機金を得ることがで

き、その成果を社会生活や職業生活に活かすことで、生きがいを持つて学び続けることが

できる生涯学習社会の実現が求められています。

● 県民に学習機会を効果的に提供するため、生涯学習に関する事業を「ながさき県民大詢

として体系的にまとめたことにより、県民の「いつでも、どこでも、学びたい」というニ

ーズに柔軟に対応することに努めてきました。一方、受講者の年齢層に偏りが見られるこ

とから、特に若い世代の受講者数を伸ばすための働きかけが必要です。

◇なぬtさき県民大学の講座数及び受講者数

29年 度

3,042

596,433

28年度

2,666

562,045

27年度

2,439

535,196

26年度

2,541

526,661

項 目

翻

受講者数

0 「ながさき県民大学」含め県内の学びの情報を発信する「ながさきまなびネット」を、平

成28年 10月 にリニューアルし、スマートフォンでの活用や即時性のある更新、定期的な

情報提供しています。今後も「ながさき県民大学」など学びの場 。情報の更なる周知と啓発

を継続する必要があります。

◇なぬtさきまなぴネット登録情報件数

29破

4,956

28年度

4,333

27破

4,065

26年 度

4,895

項 目

情報件数
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0 図書館は、多様化 B専門化する地域住民のニーズに応え、様々な情報や資料を収集・保

存 0提供する大変重要な役割を担つていますと県民の失朧 a失口恵を育み、知性を磨き、学び

や暮らしを支え、豊かな長崎県づくりを推進するため、「県立。大村市立一体型図書館及び

郷土資料センター」 (仮称)整備基本計画を策定し、関係機関と協力・連携しながら、新し

い県立図書館の整備に取り組み、平成30年度には大村市に「県立。大村市立一体型図書館」

(仮称)が完成します。

o主な取組

①  「ながさき県民大学」の充実

人生100年時代に対応し、ライフステージや時代の変化に応じた知識やスキルが得られ

るような講座の充実を図ります。また、受講者自身が学びの成果を還元できる講座を開設

しやすいよう支援を行うとともに、若者のニーズに合う講座の開設を目指します。

② ネットワーク社会に対応した生涯学習情報の充実

子どもから高齢者までの全ての県民があらゆる機会や場所において学習することができる

よう、情報の更新や魅力ある情報発信に一層努めます。

③ 障害のある人の生涯学習の充実

障害のある人のライフステージ全体に応じた多様な学習活動を支援するため、長崎大学や

長崎県立大学をはじめとする講座開設機関との連携を図り、技能習得や文化芸術に関する

様々な講座の開設により、生涯学習を通じた生きがいづくりや地域とのつながりづくりを

推進します。

④ 県立図書館の機伴ヒの充実

・県立。大村市立一体型図書館 (仮称)においては、大村市立図書館と一体となつて運営する

ことにより、一般書から専門書に至る広範な資料を充実させてサービスの向上を図り、長崎

県の知の拠点となる図書館を目指します。

3県内の市町立図書館職員等を対象にした研修の充実に努めるなど、引き続き市町立図書館

等の活動を支援するとともに、生活や仕事などの課題の解決に向けた県民自らの活動を支

援するため、各分野の専門機関と連携・協力し、医療や健康、福祉、経営、法務等に関す

る専門的な情報を積極的に提供する課題解決支援サービスを実施します。
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⑤ 県立図書館郷土資料センター (仮称)の整備

・県立図書館の郷土部門を担う県立図書館郷土資料センター (肺)については、平成33年

度の開館を目指し、整備を進めま坑

・郷土に関する映像等資料を収集 D保存するなど新たなサービスに取り組むとともに、隣接す

る長崎歴史文化博物館と連携しながら郷土に関する資料の収集や提供を行い、本県の文化活

動の更なる振興 。情報の発信に努めます。

o目指す鹿離裸

35年 度

目 標 値

95%

以上を維持

54万人

以上を維持

90%

基 準 値

28

26～ 28

の平均

28

97.5%

541,300人

74. 4%

指 標 の 内 容

ながさき県民大学 (主催調 における受講者の

満足度

ながさき県民大学の受講者数

県立図書館が行 う市町立図書館支援に対する市町

立図書館の満足度

No.

50

5 1

52
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(2)社会教育の充実・活性化

巖 財 と誕

0 これまで社会教育は、地域住民同士が学び合い、教え合う相互学習を通じて、個人だけで

なく複数の人が学びの成果を享受し、人と人との絆を強くする役割を果たしてきました。

本県では、子ども会や婦人会、自治会等への加入率の低下に象徴されるように、地域にお

ける人間関係が希薄化しており、少子高齢化、過疎化も相まって、地域の教育力の低下が課

題となっています。

0 こうした中、第33期長崎県社会教育委員会答申「活力ある地域社会づくりに貢献する

実践的人材の育成方策」 (平成28年 7月 )では、「プラントフオ~ム
(協働組織)をつ

くる」「協働プログラムをつくる」「実践的人材を育成する」の3つの提言があり、これ

を受け、今あるものを生かし、社会総がかりで「住みたい、住み続けたい、訪れてみたい、

もどつてきたい」地域の実現を目指しています。

答申の具現化を進めていく上では、社会教育を推進するため重要な役割を担う社会教育

の専門的職員の育成 。配置を進める必要がありますが、各市町の配置状況は十分ではあり

ませ猛

鉗 難 勢 調

社会教育主事を発令している市町数

29年 度

9

0

9

28年 度

9

0

9

27年度

12

1

13

市町教

19

2

21

人 口

1万人以上

1万人未満

合計

区分

義務設置

義務ぢ酋予

※教育委員会に社会教育主事有資格者を配置している市町は20市町

0 社会教育委員や社会教育主事、公民館職員等の社会教育の専門的職員の資質向上のため、

県社会教育研究大会や県公民館大会等研修機金を設けています。

更に、市町担当者や社会教育関係者が、社会教育に関する知識の習得や役割等についての

学びを通して、指導力やコーディネートカ、社会教育のネットワークを広げることなどを目

的として、社会教育関係者の資質向上を図る研修会を充実する必要があります。
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0 長崎県社会教育委員会答申の具現化のために、公民館の「集い 日学び 。つながる」機能

や、公民館での地域課題等の解決や住民ニーズを反映した講座づくりを推進してきました。

また、地域の最も身近なプラットフォームである自治公民館を対象とした研修会での講話

や指導助言も行つています。しかし、公立公民館では個人が学びたい講座が中心で実施さ

れており、学習成果を社会に還元したり、いくつになっても学び直しができ、チャレンジ

することが可能な「人生100年時代」に対応する講座を更に充実する必要があります。

0 地域活動やボランティア活動に関心のある地域住民は存在するものの、活躍する場の情報

や働きかけが不足していることから、学びの場の提供や社会参画の推進が求められています。

0 社会教育は、教育委員会のみならず、他部局においても、それぞれの行政課題に応じた

取組が実施されておりくその情報や課題の共有化も進んでいます。

o主な取組

① 社会教育専門職員の必要性の周知啓発と資格取得の促進

市町教育委員会に対し、社会教育行政の中核を担う職員としての社会教育主事や公民館主

事の配置の必要性について継続して周知・啓発を行うとともに、市町珊義員や教職員の社会

教育主事資格取得の促進を図ります。

② 社会教育関係者の資質向上

今日的課題や地域課題に対応する研修の催△と内容の充実を図り、県内市町の社会教育関

係者の指導力や実践力、コーディネートカの向上を図るなど、社会教育主事や公民館職員

等の専門珊費員の資質向上に努めます。

③ 地域活動をつなぐコーディネーターの養成

知識や技能を持つ高齢者等の地域住民を活用し、地域づくり。人づくりを推進していくため

に、社会教育専門珊費員の指導のもと、地域行事や公民館講座等の企画。運営を進める中で、

地域活動をつなぐコーディネーターを市町と連携しながら養成していきます。

④ 公民館活動の活性化に向けた支援

地域課題等の解決に向けた講座や住民のニーズを反映した講座、「人生 100年時代」に

おける様々なライフステージに応じた生きがいづくりにつながる講座が経験豊富な高齢者

等を積極的に活用して実施されるように促すとともに、公民館利用対象者を若者へ広げ多

世代の住民が「集い・学び。つながる」公民館になるように周知啓発していきます。更に、

プラントフオ~ムである公立公民館と自治公民館の連携 C協働とこ向け支援します。

99



⑤ 教育委員会と首長部局との連携の推進

各都局が行う社会教育につながる施策が、社会総がかりの取組となり、より効果を生むよ

うに、教育委員会が中心となつて関係部局の連携・協働を推進します。

o目指す成果絲

35年 度

目 標 値

90%

以上を維持

3,500人

基 準 値

28

28

93%

3,260人

指 標 の 内 容

公民館職員等研修会及び県公民館大会(県社会教

育研究大会参加者における満足度

社会教育関係者の資質向上を図る研修会受講者数

No.

53

54
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基本的方向性 7 人生Ю地域に潤婉笹賑わ醜を乞たぬす
刻 i毯 劾 伴 t劇も

(1)文化財の保存・活用と伝統文化の継承及び世界遺産 。日本遺産

の情報発信

③現状と課題

0 本県には、古くから海を介して他国と接し、我が国の歴史や文化に大きな影響を与えてき

た国内外に誇るべき歴史や文化財があります。また、地域固有の歴史と文化を物語る個性豊

かな郷土芸能や伝統行事など、多くの伝統文化があります。この貴重な文化財や伝統文化を

大切に守り、次の世代に確実に引き継いでいくことは、今を生きる私たちに与えられた責務

であります。             ‐

0 文化財保護や伝統文化の継承を取り巻く環境は、地域の過疎化や高齢化、保存のための

知識詩資金の不足、未指定文化財の消失など様々な問題を抱えています。

0 県民の郷土愛を育み、文化的で豊かな社会づくりを進めるため、県内の文化財調査を進

め、歴史的学術的に価値の高いものについて、県指定文化財に指定しています。

また、文化財保護指導委員等による文化財の巡視により、文化財の現状把握に努めると

ともに、文化財の保存整備や調査等に対し助成を行い、文化財の道切な保存管理と活用に

努めています。

0 県民の郷土の歴史や文化財への愛着、関心や保護意識を高めるため、県内で開催される

文化財関連イベントを広く紹介するとともに、郷上の伝統文化や文化財に親しむ機会提供

に努めています。また、県内の貴重な文化財について調査研究を行い、その成果を公開す

るなど積極的な情報発信を行つています。

0 本県では、ユネスコの「世界の記憶」に「朝鮮通信使に関する議 が登録されており、

「世界文化遺産」については、平成27年 7月 に登録された「明治日本の産業革命遺産 製

鉄 B製鋼、造船、石炭産業」と、平成30年に登録の可否が審議される「長崎と天草地方の

潜伏キリシタン関連遺産」の2つの文化遺産を有しています。

0 「世界文化遺産」や「世界の記憶」今の登録は、貴重な遺産の国際的な価値が評価される

ということであり、県民の郷土への誇 りが生まれるとともに、文化財保護に対する意識の醸
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成や公開活用による交流人口の拡大、地域の活性Tヒにつながることが期待されるため、その

意義や価値を県内外に周知啓発、情報発信していく必要があります。

0  「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」については、平成30年の登録を目指し

ているところであり、シンポジウムや県政出前講座等の様々な機金を通して、世界遺産とし

ての価値や魅力について理解を促進することにより、着実に登録の気運や産業革命遺産を含

めた2つの文化遺産の保護に対する気運も高まっています。

0 「日本遺産」については、現在、「国境の島 壱岐a対馬・工島～古代からの架け橋～」、

「日本磁器のふるさと肥前～
― 乱のやきもの散歩～」、「鎮守府 横須賀・呉・佐世保 0

舞鶴～日本近代化の躍動を体感できるまち～」の3件が認定されており、多言語による

HPやガイドブンク、ポスターの作成や広告などにより国内外に向けた情報発信に努め、

交流人口の拡大や地域の活性化に繋がる取組を推進しています。

Θ主砥取組

① 文化財の指定、保全管理

・文化財を適正に管理し、次世代に継承していくため、文化財保護に関わる人材育成や市町

との連携等により、貴重な文化財の価値を顕在化し、国や県の指定、選定、登録を促進しま

丸

・県内に所在する国・県指定文化財等について、その保全管理の実態を把握し、緊急性や必

要性等を十分勘案し、地域の実情に応じた保存整備に必要な経費の助成を行いま丸

。国境を越えた世界の全ての人々が共有すべき文化遺産である世界遺産を、次の世代金継承

していくための助成を行い、世界遺産の保存 a活用を推進していきます。

・文化財保護ネットワ‐ク (文化財の所有者と行政機関、ボランティア団体等が連携し、パ

トロールや清掃活動等を通じて文化財を保存・活用する取組)の活用により、地域の文化

財を知り、学ぶ機金をつくるとともにパ トロールや清掃活動等の自発的な保存活動を促進

します。

② 伝統文化や文化財の情報発信
B県内の貴重な文化財について、調査研究を行い、その成果を展示公開するなど積極的な情報

発信を行います。

・文化や歴史に触れる機言△を提供するため、毎年11月 を「長崎県文化財公開月間」として、

県内で開催される伝統文化や文化財に関連するイベントを紹介するなど、市町と連携した広

報啓発活動の充実に努めます。
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・ふるさとについて学び、地域の歴史や文化を継承するなど、市町との連携により郷上の歴史

や伝統文化を次世代今継承する取組の推進に努めます。

③ 世界遺産登録推進のための取組

「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の平成30年の世界遺産登録に向け、各種

取組を推進します。

④ 浬欄魏駅P日緯 の競

・地域における講座や博物館等での展覧会などを通じて、県民や子どもたちが世界遺産や日

本遺産を身近に感じ、その価値・魅力の理解や保護意識を醸成できるような機金を提供し

ますb

B「潜伏キリシタン関連遺産」については、調査研究、情報発信、意識醸成のための機能充

実を図り、子どもたちや来訪者に対しても広く世界遺産の価値が理解できるような取組を

推進します。

・ユネスコ「世界の記憶」の構成資料である重要文化財「対馬宗家関係資料」の修復、保存

を進め、対馬市に建設している新博物館の主要資料として、公開・展示するとともに、広く

県民や子どもたちへの情報発信に努め、交流人口の拡大や地域の活性化につながる取組を推

進します。

o目指す鹿離報

35年 度

目 標 値

724件

基 準 値

29676件

指 標 の 内 容

国や県の指定、選定、登録となつた文化財の数

No.

55
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(2)-1 県民の文化芸術活動の推進 (鑑賞・成果発表の提供)

O財と縄

0 地域の誇りとなるような魅力あふれる文化の創出によつて、賑わいのあるまちづくりを推

進するためには、子どもから大人まで県内のどこにいても、良質な美術や音楽等に触れるこ

とができ、文化芸術活動が活発に行われる環境が必要です。

0 特に、地理的に不利な条件から文化芸術に触れる機会が少ない地域においては、鑑賞、専

門的指導や成果発表の機金を提供するとともに、地域の実行委員会等が取り組む人材育成や

交流人口の拡大につながる文化芸術活動への支援を継続していく必要があります。

0 成果発表の場のひとつである「長崎県美術展覧会」は、広く一般から作品を募集する「県

展」と、本県在住の選抜作家による「選抜作家展」を2本柱として、双方の強化・連携を深

めながら実施しています。出品点数を1人同一部門2点まで増やしたり、高校生の参加を促

したりするなど、出品点数の増加に努めています。

◇長崎県美術展覧会の出品数の確移

部門別内訳

デザイン

163

183

165

写真

480

455

339

書

484

586

558

工芸

91

90

94

彫メカJ

27

26

35

洋画

218

225

228

日本画

60

78

54

出品総数

1,523

1,593

1,473

開牌

(平成年)

第 61回
(H28)

第60回
lH27)

第 59回
(H26)

0 本県では、しまの文化 B芸術活動推進事業や地域発「ながさき文化のちから」倉U生事業等を

実施し、離島半島地域を中心に優れた文化芸術に触れる機会を提供しています。来場者の満

足度は90%を超え、音楽を通して地域に活気と賑わいを創出することができましたが、こ

れらの文化芸術事業が自立できるだけの体制や資金は、まだ十分とはいえない状況です。

0 本県クラシック音楽家の登竜門として「長崎県新人演奏会」を実施し、優れた演奏家の発

掘を図つていますが、受賞後の活躍の場や出演者同士の交流の機金が少なくなつています。

また、県内大学等と連携して地域が自主的に文化芸術事業をマネジメントできる体制づくり

に取り組んでおり、文化芸術活動が自立できるような組織強化が必要です。
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o主な取組

① 県内のどこにいても良質な文Tヒ芸術に触れられる機芸△の提供
B「長崎県美術展覧会」とその移動展を県内各地で開催するとともに、「長崎県新人演奏会」

の出張公演等を充実することにより、県民の芸術鑑賞や参加機会を提供します。
日県内の文化団体相互の連携 9協調を図り、様々な文化芸術分野や地域において、県民のニー

ズに応じた文化芸術活動を支援しま丸

② 離島地域における文化芸術活動やそれを通じたまちづくりの支援
0地理的に不利な条件から文化芸術の鑑賞機禽や優れたアーティスト等との交流機会に乏し

く、文化芸術をマネジメントする人材育成の基盤が弱い離島地域において、文化芸術活動

を推進する事業を実施します。

・離島地域における文化芸術活動が、交流人口の拡大につながるよう支援します。

③ 文化芸術分野を担う人材育成と体制強化

0「長崎県美術展覧会」等において、子どもたちに対する専門家による体験指導等の機金を提

供し、美術分野の人材を育成します。

・若手音楽家の育成や交流を図るため、「長崎県新人演奏会」を引き続き開催するとともに、

入賞者が活躍する機金を増やしていくことで、企画・運営や活躍の場を創出し、本県の音楽

文化の向上に努めます。

日各地域が自主的かつ主体的に文化芸術活動を企画・運営する体制づくりを支援し、地域発の

自立した文化芸術活動を推進していきます。

④ 若者による文化の創出

a若手音楽家の発表機会の増加を図り、郷土における若者の活躍の場を拡げていきます。
。若者視点の文化を融合し、地域に根付かせ、若者が訪れ住みたくなるまちを創造します。

・地元大学や芸術系大学等との連携・交流を強化し、文化芸術人材の育成を図ります。

・文化芸術を通した国内外や地域間の交流促進を図り、本県の経済活性化や交流人口の拡大に

つなげていきます。
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o 目指す隣離裸

35年度

目 標 値

20%

基 準 値

2817.3%

指 標 の 内 容

祭 りや演奏会など地域文化や伝統芸能を活かした

イベントに出演または参加した人の割合

No.

56

108



ω
Ｏ
出



(2)-2 県民の文化芸術活動の推進 (美術館・ 博物館の活用)

0写状と龍

● 県民の歴史文化芸術に係る生涯学習や教育普及活動のニーズに対応するためには、本物

の歴史史料や優れた美術作品の鑑賞・学習、作品 B研究成果の発表の機会や郷上の歴史文化

に対する理解の増進が図られる場を提供することが重要です。

0平成 17年度に長崎県美術館と長崎歴史文化博物館を開館し、常設展に加えて多彩で魅カ

的な企画展を開催してきました。開館以来の入館者総数は、平成29年度に長崎県美術館で

累計500万人、長崎歴史文化博物館で累計600万人を超えましたも

0 両館は、優れた作品・史料の収集 a展示等i動日え、生涯学習の拠点としての様々な活動を

通して教育 。学術・文化 。芸術の発展に寄与してきましたが、人々の学習要求の多様化・高

度化や教育環境をはじめとした社会の変化に応じた取組も求められています。

榊

開館 (H17)

以来の総計

■831,650

776,587

1,522,442

(70)

H28

371, 897

52,314

126,734

(0

H27

389,226

55,056

101,473

(0

H26

435,270

64,473

128,633

(5)

H25

412,876

58,148

160,916

(0

H24

387,938

57,496

143,527

(6)

年 度

鰯 被

く凋震刊含暦邑主5芝f帥  
―

皮

開館 (H17)

以来の総計

5,959,651

1,597,926

1,698,044

(67)

H28

429,323

89,898

69,652

(5)

H27

425,699

97,349

98,074

(5)

H26

444,288

104,081

104,689

(6)

H25

419,264

99,712

82,967

(7)

H24

454,633

120,100

100,859

(5)

年 度

鱒
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0 全ての県民が、本物の美術や史料等に触れることができるように、本展・移動展を開催す

るとともに、遠隔地で来館が難しい児童生徒を対象に、テレビ会議システムを利用した双方

対話型の遠隔授業を行つています。今後も離島半島が多いなどの地理的要因が障壁とならな

いよう取り組む必要があります。

● 県内各地域にある歴史、民俗、美術、自然科学、産業などをテーマとした特色あるミュー

ジアムを郷土の大切な資源として、地域の活性化につなげるよう、活用を促進していくこと

が必要です。そのために、長崎県美術館、長崎歴史文化博物館の中核館としての魅力の向上

に取り組むことが重要で現

呻 麟

H28

嚇 中数

勘 中数

2

81

H27

力H静 J難

ガヽ1鑽中数

2

117

H26

核 I難

鞘 中韓

2

139

H25

郷ノ浦中学校

生月′J鶯

2

232

H24

郷ノ浦中学校

術 中韓

2

160

年 度

会 場

回 数

参力B者数

鋤 醸 1と
―     「蝉 麟

H28

】路魚目′Jゞ謝疫

北魚目中学校

有川小学校

2

46

H27

度島小学校

度島中学校

2

19

H26

対馬高校

度島小学校

度島中学校

3

52

H25

度島小学校

度島中学校

2

30

H24

′J司直宴ψ卜専篭交

打耀 中報

2

33

年 度

会 場

回 数

参力]者数

0 長崎県美術館において、エデュケーター (教育普及担当者)と学校側の担当者が協議して

内容を組み立てた学校向けの「スクールプログラム」や小学生を対象としたクラブ活動形式

の美術体験プログラム「こどもアートクラブ」などを開催しており、その利用実績は年々増

えています。子どもたちの豊かな感性と創造力を育んでいくために、更に利用しやすく学校

授業等を支援するプログラムを実施していくことが求められています。
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◇長崎県美術館 学校等利用実績

開館 ω17)

以来の総計

134,076

H28

12,113

H27

11,107

H26

11,039

H25

10,320

H24

9,129

・保育園、幼稚園、学童保育、小学校、中学校、高等学校、盲・聾・養、大学、短大、専門学校、

劇眈、教職員研修会、教員、その他

0 長崎歴史文化博物館を授業に活用してもらうため、学校関係者との意見交換を行う「協

力校 。パートナーズプログラム」や「夏期教員研修」のほか、来館に伴う事前事後の学習

を支援することを目的とした「出張授業」を実施しています。

また、ガヽ学生を対象に、クラブ活動形式で長崎の歴史文化に触れるワークショップ「れき

ぶんこどもクラブ」を実施しています。今後更に、知的好奇心が刺激される貴重な本物の歴

史史料鑑賞等の授業支援や、本県の多彩な歴史文化を楽しく学ぶ機会の提供によつて、ふる

さとに誇りを持つ子どもたちの育成につなげることが必要です。

剣 醸 1ヒ1軸 ― 和」隣

開館 (H17)

以来の総計

455,945

H28

38,329

H27

45,087

H26

48,558

H25

45,883

H24

49,901

・小学校、中学校、高等学校、大学、その他

o主な取組

① 長崎県美術館・長崎歴史文化博物館を活用した歴史文化芸術に親しと,機会の提供

。長崎県美術館では、主な収蔵品である長崎ゆかりの美術やスパイン美術を深く掘り下げ紹

介する小企画展の開催や、学芸員・専門家による所蔵作品 B作家をテーマにした連続レク

チャー講座の開催等により、作品の魅力をわかりやすく伝える工夫を続けます。また、定

期的に展示換えを行うことによつて常設展の利用を促進するとともに、企画展では多彩で

優れた作品や県民のニーズが高い展覧会等を開催します。

・長崎歴史文化博物館では、2つの世界文化遺産 (「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、

造船、石炭産業」、候補「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産Dや世界の記憶 (「朝

鮮通信使に関する調 )、 3つの日本遺産 (「国境の島 壱岐・対馬 B工島～古代からの

架け橋～」「鎮守府 横須賀・呉・佐世保・舞鶴～日本近代化の躍動を体感できるまち～」

「日本磁器のふるさと 肥前～百花練乱のやきもの散歩～」)を持つ長崎県だからこその「長
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崎学」の調査研究を充実させ、その成果を学ぶことができる常設展示を行うとともに、本県

の多彩な歴史文化を国内外に発信する企画展示を行います。

・来館が困難な遠隔地の県民に対して歴史文化芸術に触れる機余を提供するため、移動展を

継続して実施します。また、長崎県美術館では、「視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークシ

ヨンプ」等を実施し、全ての方に楽しんでいただける美術館を目指します。

・展覧会にあわせて歴史文化芸術への興味。理解が深まるような講座や、魅力が体感できるフ

ークショップ等を開催し、歴史文化芸術がより身近なものとなるように努めます。特に、子

どもを対象とした、クラブ活動形式の美術体験プログラムや長崎の歴史文化に触れるワーク

シヨンプは更に充実させていきます。

② 学校との連携による長崎県美術館・長崎歴史文化博物館を活用した教育普及活動の充実

。両館を活用して学校教育活動の支援を更に促進するため、教珊義員の派遣等を継続し、スクー

ルプログラムの組み立てや授業の実践方法について、学校側の担当者と連携しながら充実さ

せていきます。

・遠隔地の児童生徒を対象にし、両館収蔵の作品や史料を持ち込んで開催する移動美術館・移

動博物館、テレビ会議システムを利用した遠隔授業、事前事後学習を支援する出張授業等を

引き続き実施します。

B両館が持つ作品や史料、情報等を学校教育や行事に更に役立てていくため、学芸員やエデュ

ケーター等の専門的な人材を活かして、児童生徒の興味関心を深めるとともに、教育の質の

向上を図ります。また、地域の資料館等の特徴や魅力を発信するとともに、その連携を促進

する取組を行います。

・不登校の児童生徒と保護者、関係者を対象とした美術館での作品鑑賞などによる精神の安定

と不登校状況の改善を図る取組を継続して実施するなど、社会や教育環境の変化に合わせて

両館が果たすべき役割に応じた取組を検討します。

o目指す成果指標

35年 度

目 標 値

5輔 登 純

121市町 l

基 球 値
指 標 の 内 容

県美術館 。長崎歴史文化博物館の本展・移動展や

遠隔授業等の実施市町数

No.

57

l13



(3)生涯スポーツの推進

罐〉現状と課題

0 県民の健康 B体力づくりや豊かなスポーツライフを実現するためには、県民の誰もが生

涯を通じてスポーンに親しむ環境づくりが必要です。そのため、プロスポーンの観議など「観

るスポーン」、マラノンや自転車などを自ら行う「するスポーン」、スポーン大会の運営ボ

ランティアなど「支えるスポーン」の生涯スポーンの観点とともに、スポーンに観光を付加

し、スポーンを通した交流人口拡大による地域活性化を図るスポーンツーリズムの観点を加

え、「豊かなスポーンライフの実現による人づくり。地域づくり」を目指し、取り組んでき

ました。

0 平成26年に開催した「長崎がんばらんば国体」及び「長崎がんばらんば大会」を契機

に県内各地でスポーツ施設の整備が進み、ボランティア参加による大会運営をはじめ、お

もてなしによる県民総参加の機運が高まりました。併せて両大会に向けて県民体操「がん

ばらんば体操」の普及 B啓発による機運醸成や県民の体力向上及び健康増進に取り組みま

した。そして、国体等を契機として高まったスポーツヘの関心の継続に努めるとともに、

スポーンを地域に根づかせるために市町が実施する「わがまちスポーツ」の取組を支援し

ました。

● 県民が「いつでも」「どこでも」「いつまでも」スポーンを楽しむことができる環境づく

りのために、総合型地域スポーツクラブ (以下、「総合型クラブ」という。)の創設・育成

に取り組みました。

● スポーツンージズムによる地域活性化のため、県内の全自治体やスポーン競技団体、観光

関係団体等が連携し、各種スポーツ大会・合宿の誘致活動、相談等の対応、情報発信等を一

元的に行う「長崎県スポーンコミッション」を設立し、誘致活動やスポーンマネジメント人

材育成に取り組んできました。

0 週に 1回以上スポーンする県民 (成人)の割合は43.7%(平 成 26年度)で、日標

とする65.0%(平 成 32年度)を達成するためには、更にライフステージに応じた環

境づくりを進める必要があります。
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◇ 【平成26年度県民のスポーツ紳
週に1回以上スポーンをする県民 (成人)の割合

1年間の運動・スポーンの実施率 【全体および年代別の結果】御朝ψ6年度)

30…ψ3蟻

4-輯

SO――う0弓猛

60--6つ竜身

生`ギ卒

2-29駕 Я

男
　
女

「

週 に 3日 以 上 の ベ ー ス

田週 IE■―-2日 の オく― ス

毎月 に ■-3日 の ′ヽ・ ― ス

ロ+3,η IE■― 延 Xら tヽ

口年 1こ ■‐捏 回 くらしヽ

■1蚤七沐だ おこなっ
=fい

tミにヽ

■無 回 答

〕昧義比k_上

0             20             40             S0             80             ■00

。年齢的に見ると若い世代の実施率が低く (30代の実施率が最も低い)、 年齢が高くなるにつれて実

施率が高まる傾向にあります。

0 「観る」・「する」。「支える」スポーンと、旅行 (観光)を融合させた「スポーンツ

ーリズム (ネ ポーン観光)」 は、スポーンを活用した交流人口の拡大に大いに寄与するため、

スポーン大会 。合宿の誘致を更に強化していく必要があります。

0 また、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会事前キャンプ誘致、ラグ

ビーワールドカップ2019キャンプ誘致を通じて県内にナショナルチームを呼び込み、

アスリートや競技を身近に感じることにより、県民のスポーツ入の興味 。関心を高めてい

くためには、各市町と一層連携を深めながら誘致活動を推進することが必要です。

o主 な取組

① スポーンを楽しむ機言△の充実

C市町、関係団体と連携して、毎年開催する「ながさき県民総スポエツ祭」の充実や、11

月の「県民不ポーツ月間」における県内各地域イベント等の情報発信に取り組みます。

・地域スポーンのコーディネーターとしての役割を担うスポーツ推進委員の資質向上に向け

た支援を行います。

3生涯スポーンを支える活動を推進するため、地域のスポーツ Dレクリエーション指導者、

スポーンドクター、栄養士、ボランティア等の人材バンクヘの登録を促進し、その活用に

取り組みます。

・県関係部局や関係機関と連携し、年齢や障害の有無などにかかわらず、誰もが一緒に気軽に

楽しめるユニバーサルスポーンの普及・啓発を図るとともに、参力日意欲の向上のための障害
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者スポーンレクレーション等を開催し、障害者スポーンの普及、推進を図ります。

② 地域に根付いた総合型地域スポーツクラプの育成 。支援

・総合型クラブが地域スポーンの拠点となれるよう、関係機関と連携しながら、総合型クラブ

の運営力強化のための訪問・助言や経営相談、総合型クラプの指導者等人材の資質向上のた

めの研修に引き続き取り組みます。

・総合型クラプの活動が県民に理解され、子どもから高齢者まで幅広い会員の増加につながる

よう、市町と連携し、情報発信に取り組みます。

③ スポーン大会 B合宿の誘致等による交流人口拡大や地域活性化
B長崎県スポーツコミッションによるスポーン大会B合宿誘致促進のための実施団体への助成、

本県スポーン施設等の積極的な情報発信に取り組み、県内のスポーツ拠点づくりを進めます。
9全国的。国際的スポーツ大会等の誘致を進め、子どもたちをはじめ県民がトンプレベルの試

合を観改し、一流の技術に触れられる機金の増加に努めま丸

・ 2020年東京オリンピック・ノくラリンピンク競技大会において国が推進するホストタウン

制度を活用し、各国とのスポーンをはじめどした人的・物的日経済的交流の促進を図ります。

・スポーツ大会運営や合宿受入をマネジメントできる人材の育成に取り組み、県内の学生等の

スポーン関連産業への就職詩起業、県内定住を促進し、地域経済の活性化を図りま丸

④ 色́域密着型クラブチーム等を活用した地域活性化
。地域に根ざしたJリ ーグ等のクラプチームを活用し、県民の一体感や郷土愛を育む機運の醸

成、地域間・世代間の交流促進につなげるため、県・市町で構成する「V。 ファーレン長崎

自治体支援会議」を中心に、観洛数の増加につながる県民・市民応援デーの開催等に取り組

みます。

・クラブチームと連携した、選手等によるスポーン教室の開催や地域イベント参加などの取

組を支援し、スポーンを通じた青少年の健全育成と競技力の向上、地域の活性化を促進し

ます。

③目指す成果指標

35年 度

目 標 値

65%

基 準 値

2643.7%

指 標 の 内 容

週に 1回以上スポーツをする県民の割合

No.

58

116



卜
出
出



(4)競技スポーツの推進

o現状と龍

0 本県選手の競技力を向上させ、国際大会や各種全国大会で優秀な成績を収めることは、

県民に大きな感動と活力を与え、郷土愛を育みます。また、スポーンに対する関心や意欲

を高め、競技人口の拡大につながるなど、スポーツ振興を図る上で重要な役割を担つていま

現

0 平成26年に開催された「長崎がんばらんば国体」において、運動能力に優れた子どもた

ちを河畔4朗から発掘し、各競技団体と連携を深め、ガヽ学生―中学生―高校生一大学生・社

会人の系統的な競技力向上を推進する一貫指導システムを構築しました。

このシステムを一過性のものとして終わらせることなく、今後も十分に機能させ、県や県

体育協会、各競技団体、学校体育団体等が共通の認識をもつて連携し、強化 3指導にあたる

体制をより強固なものとしていく必要があります。

0 2020年 東京オリンピシクを契機に、本県選手が日本代表として素晴らしい活躍がで

きるように、「世界へ羽ばたく選手の育成」を目指し、全国トップクラスの優秀選手の育

成 。強化を行い、競技力を向上させて行く必要がありま丸

0 競技力向上を図るため、優秀な指導者の確保・育成は今後も極めて重要な課題であり、

最新かつ高度な専門的知識や指導技術の習得、指導者としての倫理 8社会的規範の涵養

を図るため、各種研修会 B講習会を通じて指導者の資質向上に努めることが必要です。

● 競技スポーン選手に対するサポー ト体制については、成長 。発達段階や競技特性に応 じ

て、スポーツ医・科学やスポーツ栄養学など、選手・保護者や指導者に対する総合的なメ

ディカルサポー ト体制の充実が求められています。

◇過去5年間における国体成績の推移

女子総合順位 (皇后杯)・ 合計得点

553. 50

491. 00

547. 50

1076. 50

594. 00

22位

35位

20位

2位

13位

男女総合順位 (天皇杯)・ 合計得点

940, 00

919. 50

1070. 50

2364, 00

1219. 50

24位

28位

17位

1位

10位

年度 開催県

H29 愛媛県

H28 岩手県

H27 和歌山県

H26 長崎県

H25 東京都
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o主な取組

① 選手の発達段階に応じた一貫指導システムの充実

・小・中。高等学校のジュニア選手を育成 。強化するため、学校体育団体と競技団体との連

携を推進します。

日成年選手の育成 。強化や受け入れ体制を充実させるため、県内企業スポーンの活性化と地

域社会人クラブチームの支援を図ります。

② 世界の舞台へ羽ばたく選手の育成・強化

・ 2020年東京オリンピックを契機に将来を担う有望・優秀な選手を小学生から発掘する

とともに、中学、高等学校、大学問の連携 B協力体制を構築し、系統的に選手の育成 E強化・

確保に努めます。

・競技団体や関係機関と連携し、 トンプアスリートによる講演会やスポーン教室、体験イベ

ント等を開催し、競技人口の拡大に努めます。

・成年選手の競技力向上の拠点となる社会人クラブチーム、企業の強化活動の支援や本県出

身の全国トップレベルの選手の招へいを行い、成年選手の育成・強化・確保に努めます。

③ 競技特性に応じた指導体制の充実

日競技団体ごとに、競技の特性に応じた育成・強化ができる指導体制の充実を図ります。

・競技力を支える人材の育成を目的に、全国トップクラスの指導者による研修会 B講習会や

競技団体強化スタンフ研修会等を実施します。

・運動部活動を強化するため、優秀指導者の適正配置、外部指導者の派遣を推進します。

④ スポーン医。科学による選手サポート体制の充実とスポーン情報の収集と提供

・スポーン医a科学分野の専門家と競技指導者が連携 0協力して、体力測定や運動生理学、

スポーツ栄養学など多様な欲 から選手への総合的なサポートを行います。

・最新の各種 トレーニングや専門知識、アンチドーピングなど、スポーン医・科学に関する

研修講座等を開催し、競技指導者の資質向上とともに、スポーツ栄養学講座を開催して保護

者の協力体制の構築に努めます。

D競技団体やアスレティックトレーナー協議会と連携を深め、ネポーン選手に対するコンデ

ィショニング指導等を実施するなど、選手のサポートを行います。

⑤目指す成果指標

35年 度

目 標 値

20位台前半

基 準 値

2924位

指 標 の 内 容

国民体育大会の順位 (国民体育大会総合成績[天皇打、l同』 )

No.

59
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基本的方向性♂ 魅力協る域魏諄穣づ≦韻穆麓擾骸譲李

(1)魅力ある私学教育の推進

o現状と龍

0 私立学校は、公立学校とともに教育の機会均等を実現する上で大きな役割を果たしており、

公教育の一翼を担つています。

0 本県では、高校生の約 3割、幼稚園児の約 9割が私学に通学 り通園しており、建学の精神

に基づいた特色ある教育を通じて、本県教育の振興に大きく寄与していますが、少子化の進

行により私立学校を取り巻く経営環境は一層厳しさを増すと予想されます。また、保護者負

担の公私間格差は大きい状況にあります。

0 国において、平成26年 4月 より所得制限の導入を含む新たな高等学校等就学支援金制

度が実施され、更に、平成29年 12月 8日 閣議決定された「新しい経済政策パッケー渕

において、「政府全体として安定的な財源を確保しつつ、家庭の経済状況にかかわらず、

幅広く教育を受けられるようにする観点から、年収 590万円未満世帯を対象とした私

立高等学校授業料の実質無償化を実現する。」と明記されたところです。

● 幼稚園については、質の高い幼児期の学校教育・保育の提供などを目的として平成27年

度に施行された「子ども。子育て支援新制度」により、幼稚園 0保育所 。認定こども園を通

じた共通の給付制度

"が
創設され、平成29年 4月 1日現在、約 6割の私立幼

稚園が新制度に移行しました。

0 私立学校を取り巻く環境が変化する中、県においては、私学振興のため、経常的経費に対

する助成を行うとともに、保護者負担の軽減を図るため、授業料減免に対する補助や授業料

以外の教育負担を軽減する奨学給付金、遠距離通学生徒に対する通学費補助などの支援を行

っています。

0 また、私立学校に対しては、建学の精神のもと、創意工夫による特色ある取組に対する

支援や、スクールカウンセラー及びスクールノーシャルワーカーの配置への補助により、生

徒に対するきめ細やかな指導に対する支援を行つています。
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● 更には、若者の県外流出 (社会減)の抑止が県政の喫緊の課題となつている中、県内就職

推進員の配置に対する補助 (高校)を行い、県内就職をはじめとした生徒の就職支援を行つ

ています。

0 本県教育の一翼を担う私立学校及び新部J度に移行していない私立幼稚園の教育条件の維

持向上のためにも、私学助成を継続する必要があります。

◇公立。私立の生徒、園児数 (平成29年5月 1日 現在)

◇私立学校の児童 B生徒数 (平成29年5月 1日 現在)

全体に占める

割合 (%)

32.7

89.2

稚

(人)

12,438

8,647

公 立

(人)

25,630

1,050

鞭

高等学校 (全日制)

幼稚園

機 幽

(校)

0

0

4

0

6

7

3

20

児童、生徒数

(人)

12,438

243

1,853

582

8,647

4063

191

28,017

学校・幼稚園数

(校、園)

22

1

10

4

81

34

3

155

鞠

高等学校 (全日制)

高鉾 随 制)

中韓

′Jヽ寺封交

幼稚園

婢

練 韓

計
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o主な取組

① 私立学校運営に対する支援

私立学校の運営に対する私学教育振興のための経常的経費の補助を行います。

② 保護者の負担軽減に対する支援

聯 担の軽減のために、動 の補助、授業料以外の負担を軽減する螂 、

遠距離通学生徒に対する通学補助並びに高校未設置離島の高校生に対する島外通学や居住

に要する経費に対する補助を行います。

③ 魅力ある私立学校づくりへの支援

新たに取り組むべき課題等に対応するため、建学の精神に基づく、創意二夫による特色ある

教育の実践及び教育力向上の取組を支援します。

④ きめ細やかな生徒指導に対する支援

児童生徒へのきめ細やかな指導に対する支援として、長崎県私立学校指導充実推進費補助

の活用によリスクールカウンセラー及びスクールノーシヤルワーカーの配置を促進します。

⑤ 若者の地元定着の促進

県内就贈推進員の配置を支援し、県内就職に向けた取組を促進します。

⑥ 私立幼稚園に対する支援

私立幼稚園については、「子どもa子育て支援新制度」への移行支援を行うとともに、私

学助成の継続を希望する園に対しては、引き続き、私学教育振興のための経常的経費の補

助を行いま或

o目指す鹿離裸

35年 度

目 標 値

3.4以上

基 準 値

283. 4

指 標 の 内 容

学腐評価 (自 己評価)の評価数値 (4段階詔耐

No.

60
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基本的方向性夕 個隆が耀≪県立大学づくの

(1)魅力ある県立大学づくり

③現状都龍

0 県では、長崎県公立大学法人に対し、地方独立行政法人法に基づき、その業務運営の財源

に充てるために必要な資金を、毎年、運営費として交付しています。

0 長崎県立大学においては、県が定めた第 2期中期目標 (平成23年度～平成28年度)の

実現に向け、教育の質的転換や大学改革に計画的に取り組み、本県の地域特性を活かし

た「しまなび」プログラムの導入や 3学部 7学科から5学部 9学科への学部学科再編、佐

世保校の建替え事業への着手など、より魅力ある大学となるよう着実に取組を進めてきま

した。

また、地元自治体との相互協定に基づく連携事業や地域住民の生涯学習支援等を活発に

行うとともに、タイ・ベトナム・アメリカ等の大学との国際交流協定を締結するなど、国際的

な連携も推進しています。

● 学部学科再編においては、課題発見力などの社会人基礎力を有し、グローバル化や情報化

に対応する能力を持つ人材育成に向けた取組を進めています。

また、地域を支える人材の育成、県や市町が求める地域の政策課題の研究及び県民の生涯

学習の拠点としての取組により、地方創生によリー層貢献していくことが求められていま丸

● 県においては、長崎県公立大学法人が達成すべき業務運営に関する目標として、平成29
年 3月 に第 3期中期目標 (平成 29年度～平成 34年度)を定めたところであり、これに

基づき、長崎県公立大学法人は、この中期目標達成のための第 3期中期計画を作成しまし

た。

● 県としては、毎年度、長崎県公立大学法人が作成した中期計画に基づく取組に対し、長

崎県公立大学法人評価委員会による評価等を通じて、中期目標の達成状況を点検していきま

坑

平成 30年度

5. 5倍

平成 29年度

5.0倍

平成 28年度

6.3倍

平成 27年度

4. lf旨

平成 26年度

4.7倍

平成 25年度

6. 3倍

◇長崎県立大学 志願倍率 (一般入識
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◇長崎県立大学卒業生 就職率

平成 28年度

98. 5%

平成 27年度

98, 0%

平成 26年度

97. 7%

平成 25年度

95. 3%

平成 24年度

93. 7%

◇長崎県立大学の地域に根ざした取組例

(1)地方自治体との連携協定

佐世保市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、工島市、長与町、新 L下島町、

小値即咀 佐々町

(2)地域住民の生涯学習支援

。公開講座 (学内で実施)

平成 28年度

1,778名

平成 27年度

1,350名

平成 26年度

1,325名

平成 25年度

1,040名

平成 24年度

916名

年 度

参加者数

・地域公開講座 (学外に講師が出向き、地域で実施)

平成 28年度

3,863名

平成 27年度

3,080名

平成 26年度

1,盟 名

平成 25年度

2,473名

平成24年度

3,082名

年 度

参加者数

◇海外大学 との交流協定締結 (H29年 4月 時点)

中 国 :華僑大学 縮 建省)、 反門大学 循 建省)、 澳門大学 (マカオ)、 西安外国語大学 (映西省)、

と海外鴎 鉄 学 (上海市)、 湖北大学 l予月】確 )

韓 国 :東亜大学校 (釜山)、 高麗大学校 (ノ ウル)

その他 :ウィスコンシン州立大学オシュコシュ校 (アメリカ)、 ニューカジスル・アポンタイン大

学 (イ ギリス)、 タマサー ト大学 (タイ)、 エ ドモンズコミュニティカレッジ (アメリカ)、

ダナン大学 (ベ トナム)、 コントラコスタ 。コミュニティカレッジ (アメリカ)

⑧主な取組

① 学部・学科再編による人材の育成
口平成28年 4月 からの学部・学科再編を通して、長期インターンシンプや海外ビジネス研

修など、実学を重視した実践的な教育を推進し、課題発見力などの社会人基礎力を有する

人材を育成します。

・日本初の情報セキュリティ学科の設置を契機とし、情報セキュリティ技術者の養成や県内産

業の振興に寄与する取組を推進します。
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ETOEICや 中国語検定をはじめ、日経TESTや 日商簿記検定等の卒業要件を早期に達

成させるなど、必要な専門的知識や技術、外国語運用能力を修得させます。

② 若者の地元定着と県内就職の推進

人口減少に歯止めをかけることが本県の喫緊の課題であることを踏まえ、地域を支える人

材を育成するとともに、県内就職率の向上や県内高校生の入学促進に取り組みます。

③ シンクタンク機能の強化

地方創生に貢献する研究や、県や市町が求める地域の政策課題に関する研究に積極的に取

り組みます。

④ 生涯学習拠点機能の強化

県民の生涯学習の拠点として、地域に開かれた大学として公開講座・学術講演会等に取り

組みます。

⑤ 社会人の学び直しの機会の提供

大学院の再編の中で、社会人の学び直しの機金の充実を検討していきますちまた、情報セ

キュリティ学科では、複数の大学と連携して、高度な実践的人材育成のプログラムを提供

していきます。

⑥ 教育環境の整備・充実

良好な教育研究環境の確保のため、長期的な展望に立ち、計画的な施設の維持・管理を行い

ます。また、佐世保校建替えの早期完成に向け、安全や教育環境に配慮しながら着実な事業

の推進を図ります。

⑦ 評価委員会による評価の実施

長崎県公立大学法人評価委員会による長崎県公立大学法人の業務の実績に関する評価を

実施します。
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